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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する方法であって、
　前記画像を表示するために、表示される前記画像を表す１つ又は複数のグラフィックス
プリミティブにテクスチャを適用するために、前記画像に対して表示される１つ以上の特
徴を含む第１のグラフィックステクスチャと第２のグラフィックステクスチャとを組み合
わせて使用することと、
　前記画像を表示するために、前記適用されたテクスチャを有する前記画像を表す前記１
つ又は複数のグラフィックスプリミティブを表示することとを備え、
　前記第２のグラフィックステクスチャ及び前記組み合わせの動作は、前記第１のグラフ
ィックステクスチャと前記第２のグラフィックステクスチャとを組み合わせて使用するこ
とにより、表示されている少なくとも１つの画像の特徴が当該特徴の境界を表す境界領域
により縁取られるように構成されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　タイルベースの地図情報レンダリングを使用して地図情報を表示することと、
　前記地図情報を表示するために表示される少なくとも１つのタイルに対して、
　表示される前記タイルを表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブにテクスチャ
を適用するために、前記地図情報の前記タイルに対して表示される１つ以上の地図の特徴
を含む第１のグラフィックステクスチャと第２のグラフィックステクスチャとを組み合わ
せて使用し、且つ
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　前記地図情報を表示するために前記タイルを表示するために、前記適用されたテクスチ
ャを有する前記タイルを表す前記１つ又は複数のグラフィックスプリミティブを表示する
ことにより、前記タイルを表示するためにレンダリングすることとを備え、
　前記第２のグラフィックステクスチャ及び前記組み合わせの動作は、前記第１のグラフ
ィックステクスチャと前記第２のグラフィックステクスチャとを組み合わせて使用するこ
とにより、前記タイル上に表示されている少なくとも１つの地図の特徴が当該地図の特徴
の境界を表す境界領域により縁取られるように構成されることを特徴とする請求項１記載
の方法。
【請求項３】
　表示される前記画像又はタイルを表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブにテ
クスチャを適用するために、前記画像又は地図に対して表示される１つ以上の特徴を含む
第１のグラフィックステクスチャと第２のグラフィックステクスチャとを組み合わせて使
用することは、
　前記画像又はタイルを表す前記１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに適用され
る前記第１のグラフィックステクスチャと第２のグラフィックステクスチャとを組み合わ
せることと、
　前記画像を表示するために又は前記地図情報を表示するための前記タイルを表示するた
めに、前記適用されて組み合わされた第１のグラフィックステクスチャ及び第２のグラフ
ィックステクスチャを有する前記画像又はタイルを表す前記１つ又は複数のグラフィック
スプリミティブを表示することと、
を備えることを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のグラフィックステクスチャは、１つ以上の画像又は地図の特徴と１つ以上の
透明領域とを前記グラフィックスプリミティブ上に表示するように構成され、前記第２の
グラフィックステクスチャは、画像又は地図の特徴と、前記テクスチャが組み合わされる
場合に前記第１のグラフィックステクスチャの前記透明領域に現れる当該画像又は地図の
特徴の境界とを表示するように構成され、
　表示される前記画像又はタイルを表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブにテ
クスチャを適用するために、前記画像又は地図に対して表示される１つ以上の特徴を含む
第１のグラフィックステクスチャと第２のグラフィックステクスチャとを組み合わせて使
用することは、
　前記第１のグラフィックステクスチャとビュー方向に依存してパースペクティブ補正用
に変位された前記第２のグラフィックステクスチャのバージョンとを組み合わせることと
、前記組み合わされた第１のグラフィックステクスチャ及び第２のグラフィックステクス
チャを前記画像又はタイルを表す前記１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに適用
することとを備えることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のグラフィックステクスチャは、表示される前記画像又は地図の特徴を含み、
前記第２のグラフィックステクスチャは、２つのテクスチャが組み合わされる場合に前記
第１のグラフィックステクスチャの選択領域の強度を変調する値を含む変調マップの形態
であることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のグラフィックステクスチャは、前記第１のグラフィックステクスチャ内の種
々の前記画像又は地図の特徴の相対高さを示す高さマップと、ビュー方向に依存してパー
スペクティブ補正用に変位された前記高さマップのバージョンとから導出されることを特
徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のグラフィックステクスチャは、表示される前記画像又は地図の特徴を含み、
　前記第２のグラフィックステクスチャは、前記第１のグラフィックステクスチャの変位
バージョンであり、
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　前記テクスチャを組み合わせて使用することは、前記第１のグラフィックステクスチャ
と前記第２のグラフィックステクスチャとを比較することと、前記第１のグラフィックス
テクスチャと前記第２のグラフィックステクスチャとの前記比較に基づいて前記１つ又は
複数のプリミティブにおける前記第１のグラフィックステクスチャの表示を選択的に変更
することとを含むことを特徴とする請求項１又は２記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のグラフィックステクスチャは、表示される前記画像又は地図の特徴を含み、
　前記第２のグラフィックステクスチャは、前記第１のグラフィックステクスチャの変位
バージョンであり、
　前記画像又はタイルを表すプリミティブの画素に対して表示される出力色は、当該画素
に対する前記第１のグラフィックステクスチャの値と当該画素に対する前記第２のグラフ
ィックステクスチャの値との比較に基づくことを特徴とする請求項１、２又は７記載の方
法。
【請求項９】
　画像を表示する装置であって、
　前記画像を表示するために、表示される前記画像を表す１つ又は複数のグラフィックス
プリミティブにテクスチャを適用するために、前記画像に対して表示される１つ以上の特
徴を含む第１のグラフィックステクスチャと第２のグラフィックステクスチャとを組み合
わせて使用する手段と、
　前記画像を表示するために、前記適用されたテクスチャを有する前記画像を表す前記１
つ又は複数のグラフィックスプリミティブを表示する手段とを備え、
　前記第２のグラフィックステクスチャ及び前記組み合わせの動作は、前記第１のグラフ
ィックステクスチャと前記第２のグラフィックステクスチャとを組み合わせて使用するこ
とにより、表示されている少なくとも１つの画像の特徴が当該特徴の境界を表す境界領域
により縁取られるように構成されることを特徴とする装置。
【請求項１０】
　前記装置は、ナビゲーション又はマッピング装置を含み、
　ユーザに対してデジタル地図を表示するためのディスプレイと、
　デジタル地図データにアクセスし且つタイルベースの地図情報レンダリングを使用して
デジタル地図を前記ディスプレイ上に表示させるように構成されたプロセッサとを備え、
前記プロセッサが、
　表示されるタイルを表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブにテクスチャを適
用するために、前記デジタル地図の前記タイルに対して表示される１つ以上の地図の特徴
を含む第１のグラフィックステクスチャと第２のグラフィックステクスチャとを組み合わ
せて使用し、且つ
　前記デジタル地図を表示するために前記タイルを表示するために、前記適用されたテク
スチャを有する前記タイルを表す前記１つ又は複数のグラフィックスプリミティブを表示
することにより、
　前記デジタル地図を表示するために表示されるタイルをレンダリングする手段を更に備
えることを特徴とし、
　前記第２のグラフィックステクスチャ及び前記組み合わせの動作は、前記第１のグラフ
ィックステクスチャと前記第２のグラフィックステクスチャとを組み合わせて使用するこ
とにより、前記タイル上に表示されている少なくとも１つの地図の特徴が当該地図の特徴
の境界を表す境界領域により縁取られるように構成されることを特徴とする請求項９記載
の装置。
【請求項１１】
　表示される画像又はタイルを表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブにテクス
チャを適用するために、前記画像又は前記地図の前記タイルに対して表示される１つ以上
の画像又は地図の特徴を含む第１のグラフィックステクスチャと第２のグラフィックステ
クスチャとを組み合わせて使用することにより、前記画像又は前記デジタル地図を表示す
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るために表示される前記タイルをレンダリングする手段は、
　前記画像又はタイルを表す前記１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに適用され
る前記第１のグラフィックステクスチャと第２のグラフィックステクスチャとを組み合わ
せ、前記画像を表示するために又は前記デジタル地図を表示するための前記タイルを表示
するために、前記適用されて組み合わされた第１のグラフィックステクスチャ及び第２の
グラフィックステクスチャを有する前記画像又はタイルを表す前記１つ又は複数のグラフ
ィックスプリミティブを表示する手段を含むことを特徴とする請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１のグラフィックステクスチャは、１つ以上の画像又は地図の特徴と１つ以上の
透明領域とを前記グラフィックスプリミティブ上に表示するように構成され、前記第２の
グラフィックステクスチャは、画像又は地図の特徴と、前記テクスチャが組み合わされる
場合に前記第１のグラフィックステクスチャの前記透明領域に現れる当該画像又は地図の
特徴の境界とを表示するように構成され、
　表示される前記画像又はタイルを表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブにテ
クスチャを適用するために、前記画像又は前記地図の前記タイルに対して表示される１つ
以上の画像又は地図の特徴を含む第１のグラフィックステクスチャと第２のグラフィック
ステクスチャとを組み合わせて使用することにより、画像又は前記デジタル地図を表示す
るために表示されるタイルをレンダリングする手段は、
　前記第１のグラフィックステクスチャとビュー方向に依存してパースペクティブ補正用
に変位された前記第２のグラフィックステクスチャのバージョンとを組み合わせ且つ前記
組み合わされた第１のグラフィックステクスチャ及び第２のグラフィックステクスチャを
前記画像又はタイルを表す前記１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに適用する手
段を備えることを特徴とする請求項１０又は１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１のグラフィックステクスチャは、表示される前記画像又は地図の特徴を含み、
前記第２のグラフィックステクスチャは、２つのテクスチャが組み合わされる場合に前記
第１のグラフィックステクスチャの選択領域の強度を変調する値を含む変調マップの形態
であることを特徴とする請求項９から１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２のグラフィックステクスチャは、前記第１のグラフィックステクスチャ内の種
々の前記画像又は地図の特徴の相対高さを示す高さマップと、ビュー方向に依存してパー
スペクティブ補正用に変位された前記高さマップのバージョンとから導出されることを特
徴とする請求項１３記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１のグラフィックステクスチャは、表示される前記画像又は地図の特徴を含み、
　前記第２のグラフィックステクスチャは、前記第１のグラフィックステクスチャの変位
バージョンであり、
　表示される前記画像又はタイルを表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブにテ
クスチャを適用するために、前記画像又は前記地図の前記タイルに対して表示される１つ
以上の画像又は地図の特徴を含む第１のグラフィックステクスチャと第２のグラフィック
ステクスチャとを組み合わせて使用することにより、前記画像又は前記デジタル地図を表
示するために表示される前記タイルをレンダリングする手段は、
　前記第１のグラフィックステクスチャと前記第２のグラフィックステクスチャとを比較
し且つ前記第１のグラフィックステクスチャと前記第２のグラフィックステクスチャとの
前記比較に基づいて前記１つ又は複数のグラフィックスプリミティブにおける前記第１の
グラフィックステクスチャの表示を選択的に変更する手段を含むことを特徴とする請求項
１０記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１のグラフィックステクスチャは、表示される前記画像又は地図の特徴を含み、
　前記第２のグラフィックステクスチャは、前記第１のグラフィックステクスチャの変位
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バージョンであり、
　前記画像又はタイルを表すグラフィックスプリミティブの画素に対して表示される出力
色は、当該画素に対する前記第１のグラフィックステクスチャの値と当該画素に対する前
記第２のグラフィックステクスチャの値との比較に基づくことを特徴とする請求項９、１
０又は１５記載の装置。
【請求項１７】
　請求項９から１６のいずれか１項に記載の装置を備えることを特徴とするポータブルナ
ビゲーション装置（ＰＮＤ）。
【請求項１８】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の方法を実行するために実行可能なコンピュータ
可読命令を含むことを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１９】
　請求項９から１６のいずれか１項に記載の装置を備えることを特徴とする一体型ナビゲ
ーションシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナビゲーション装置、並びにナビゲーション地図等の地図情報を表示する方
法及び装置に関する。本発明の例示的な実施形態は、ポータブルナビゲーション装置（い
わゆるＰＮＤ）、特に全地球測位システム（ＧＰＳ）信号受信／処理機能性を含むＰＮＤ
に関する。更に一般的には、他の実施形態は、地図情報を表示するように構成され且つ／
あるいは、経路計画機能性を提供し且つ好ましくはナビゲーション機能性を更に提供する
ためにナビゲーションソフトウェアを実行するように構成される何らかの種類の処理装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＧＰＳ（全地球測位システム）信号受信／処理機能性を含むポータブルナビゲーション
装置（ＰＮＤ）は周知であり、車両搭載型のナビゲーションシステム又は他の車両ナビゲ
ーションシステムとして広く採用される。
【０００３】
　一般に、最近のＰＮＤは、プロセッサ、メモリ（揮発性及び不揮発性の少なくとも一方
であり、通常は双方）及び前記メモリ内に格納された地図データを備える。プロセッサ及
びメモリは協働して、ソフトウェアオペレーティングシステムが確立される実行環境を提
供する。更に、ＰＮＤの機能性を制御可能にするため及び種々の他の機能を提供するため
に１つ以上の追加のソフトウェアプログラムが提供されることは一般的である。
【０００４】
　通常、これらの装置は、ユーザが装置と対話し且つ装置を制御できるようにする１つ以
上の入力インタフェースと、情報がユーザに中継されるようにする１つ以上の出力インタ
フェースとを更に備える。出力インタフェースの例は、表示装置及び可聴出力用スピーカ
を含む。入力インタフェースの例は、装置のオン／オフ動作又は他の特徴を制御するため
の１つ以上の物理ボタン（これらのボタンは、必ずしも装置自体に存在する必要はなく、
装置が車両に組み込まれる場合はステアリングホイール上に存在してもよい）及びユーザ
の音声を検出するためのマイクを含む。特に好適な構成において、出力インタフェースデ
ィスプレイは、ユーザが触れることにより装置を操作できるようにする入力インタフェー
スを更に提供するためにタッチセンシティブディスプレイとして（例えば、タッチセンシ
ティブオーバーレイにより）構成される。
【０００５】
　また、この種の装置は、装置との間で電力及びオプションとしてデータ信号を送受信可
能にする１つ以上の物理コネクタインタフェースと、オプションとして、セルラ通信、並
びに例えばＷｉ－Ｆｉ及びＷｉ－ＭａｘＧＳＭ（登録商標）等である他の信号及びデータ
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ネットワークを介する通信を可能にする１つ以上の無線送信機／受信機とを含むことが多
い。
【０００６】
　この種のＰＮＤ装置はＧＰＳアンテナを更に含み、これにより場所データを含む衛星放
送信号が受信され、その後装置の現在地を決定するために処理される。
【０００７】
　ＰＮＤ装置は、現在の角加速度及び直線加速度を判定し、ＧＰＳ信号から導出された場
所情報と関連して装置及び装置が搭載されている車両の速度及び相対変位を判定するため
に処理可能な信号を生成する電子ジャイロスコープ及び加速度計を更に含んでもよい。通
常、そのような特徴を車両搭載型のナビゲーションシステムに提供するのが最も一般的で
あるが、ＰＮＤ装置に提供するのが好都合な場合はＰＮＤ装置に提供する。
【０００８】
　そのようなＰＮＤの有用性は、第１の場所（通常は出発地又は現在地）と第２の場所（
通常は目的地）との間の経路を決定する機能において主に示される。これらの場所は、例
えば郵便番号、道路名及び番地、事前に格納された「既知の」目的地（有名な場所、公営
の場所（運動場又は水泳プール等）又は他の関心点等）、並びにお気に入りの目的地又は
最近訪問した目的地、による種々の異なる方法のうちのいずれかによって、装置のユーザ
により入力可能である。
【０００９】
　通常、ＰＮＤは、地図データから出発地の住所の場所と目的地の住所の場所との間の「
最善」又は「最適」な経路を計算することがソフトウェアにより可能になる。「最善」又
は「最適」な経路は所定の基準に基づいて決定され、必ずしも最速又は最短の経路である
必要はない。運転者を案内する経路の選択は非常に高度であり、選択された経路は、既存
の交通道路情報、予測された交通道路情報、動的に及び／又は無線で受信された交通道路
情報、道路速度に関する履歴情報、並びに道路選択を決定する要因に対する運転者自身の
好み（例えば運転者は、経路が高速自動車道路又は有料道路を含むべきではないと指定す
る）を考慮してもよい。
【００１０】
　更に、装置は道路及び交通状況を継続的に監視し、状況変化によりとられる残りの移動
に対して経路を変更するように提案又は選択してもよい。種々の技術（例えば、移動電話
データ交換、固定カメラ、ＧＰＳフリートトラッキング）に基づくリアルタイム交通監視
システムは、交通遅滞を識別し且つ通知システムに情報を供給するために使用されている
。
【００１１】
　この種のＰＮＤは、通常は車両のダッシュボード又はフロントガラスに搭載されるが、
車両のラジオの内蔵コンピュータの一部又は実際は車両自体の制御システムの一部として
形成されてもよい。ナビゲーション装置は、ＰＤＡ（ポータブルデジタルアシスタント）
、メディアプレーヤ又は移動電話等のハンドヘルドシステムの一部であってもよく、その
場合、ハンドヘルドシステムの標準的な機能性は、経路の計算及び計算された経路に沿う
ナビゲーションの双方を実行するために装置にソフトウェアをインストールすることによ
り拡張される。
【００１２】
　経路計画／ナビゲーション機能性は、適切なソフトウェアを実行するデスクトップ又は
移動演算リソースにより提供される場合もある。例えばｒｏｕｔｅｓ．ｔｏｍｔｏｍ．ｃ
ｏｍは、オンライン経路計画／ナビゲーション機能を提供する。この機能により、ユーザ
は出発地及び目的地を入力でき、その結果、ユーザのＰＣが接続されるサーバは経路（こ
の経路全般に関してはユーザが指定してもよい）を計算し、地図を生成し、選択された出
発地から選択された目的地にユーザを案内するための全ナビゲーション命令の集合を生成
する。
【００１３】



(7) JP 5987059 B2 2016.9.6

10

20

30

40

50

　ＰＮＤの場合、経路が計算されると、ユーザはナビゲーション装置と対話し、オプショ
ンとして、提案された経路のリストから所望の計算された経路を選択する。オプションと
して、ユーザは、例えばある特定の移動に対して特定の経路、道路、場所又は基準が回避
されるべきであるか又は必須であると指定することにより、経路選択処理を仲介又は誘導
する。ＰＮＤの経路計算の側面は１つの主要な機能を形成し、そのような経路に沿うナビ
ゲーションは別の主要な機能である。
【００１４】
　計算された経路に沿うナビゲーション中、そのようなＰＮＤが、選択された経路に沿っ
てその経路の終点、すなわち所望の目的地にユーザを案内するための視覚命令及び／又は
可聴命令を提供することは一般的である。また、ＰＮＤがナビゲーション中に地図情報を
画面上に表示することも一般的であり、そのような情報は、表示される地図情報が装置の
現在地を示し、従って装置が車両ナビゲーションに使用されている場合はユーザ又はユー
ザの車両の現在地を示すように、画面上で定期的に更新される。
【００１５】
　画面上に表示されるアイコンは、通常は装置の現在地を示し、装置の現在地の近傍の現
在の道路及び周辺の道路の地図情報、並びに同様に表示されている他の地図の特徴と共に
中央に配置される。更にナビゲーション情報は、オプションとして、表示された地図情報
の上方、下方又は片側のステータスバーに表示される。ナビゲーション情報の例は、ユー
ザが走行する必要のある現在の道路から次の進路変更までの距離を含み、その進路変更の
特性は、例えば左折又は右折である特定の種類の進路変更を示す更なるアイコンにより示
される。ナビゲーション機能は、経路に沿ってユーザを案内する可聴命令の内容、継続時
間及びタイミングを更に決定する。理解されるように、「１００ｍ先で左折」等の単純な
命令は膨大な処理及び解析を必要とする。上述のように、装置とのユーザ対話はタッチス
クリーンにより行われてもよく、それに加えて又はその代わりに、ステアリングコラムリ
モコン、音声起動又は他の何らかの適切な方法により行われてもよい。
【００１６】
　装置により提供される更なる重要な機能は、ユーザがナビゲーション中に事前に計算さ
れた経路から外れる（誤って又は故意に）場合、別の経路がより適切であるとリアルタイ
ムの交通状況が示し且つ装置がそのような状況を適切に自動認識できる場合、あるいはユ
ーザが何らかの理由で能動的に装置に経路の再計算を実行させる場合における自動経路再
計算である。
【００１７】
　また、ユーザが定義した基準で経路を計算できることも既知である。例えばユーザは、
景色のよい経路が装置により計算されることを好み、あるいは交通渋滞が発生する可能性
が高いか、予想されるか又は現在発生している道路を回避することを要求する場合がある
。その場合、装置のソフトウェアは種々の経路を計算し、例えば景色が美しい所としてタ
グ付けされた関心点（ＰＯＩとして知られる）を経路に沿って最も多く含む経路をより有
利に重み付けするか、あるいは特定の道路で発生しやすい交通状況を示す格納された情報
を使用することにより、起こる可能性のある渋滞又はそれによる遅滞のレベルに関して計
算された経路を順序付けする。他のＰＯＩ及び交通情報を使用する経路計算及びナビゲー
ション基準も可能である。
【００１８】
　経路計算機能及びナビゲーション機能はＰＮＤの総合的な実用性の基本になるものであ
るが、装置を単に情報表示、すなわち「フリードライビング」のために使用することが可
能である。この場合、装置の現在地に関連する地図情報のみが表示され、経路は計算され
ておらず、ナビゲーションは現時点で装置により実行されていない。そのような動作モー
ドは、ユーザが移動時に使用するのが望ましい経路を既に認識しており且つナビゲーショ
ン支援を必要としない場合に適用可能であることが多い。
【００１９】
　例えばＴｏｍＴｏｍ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂ．Ｖ．により製造及び供給され
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るＧＯ　ＬＩＶＥ　１００５モデルである上述の種類の装置は、ユーザが１つの位置から
別の位置へナビゲートできるようにする信頼性の高い手段を提供する。
【００２０】
　上記から明らかなように、そのようなナビゲーション装置の動作の重要な側面は、装置
によるユーザに対する地図情報の表示である。これは、例えばフレーム毎にベクトルデー
タに基づいてシーン全体をレンダリングすることにより行われる。
【００２１】
　別の既知の技術は、地図情報（３Ｄ世界における）をタイル毎に表現することであり、
すなわち、表示される地図の３Ｄ「世界」ビューにおける地図の一部又は全てを各々が表
現する１つ以上のタイルとして地図の３Ｄ世界ビューを表現することである（当技術にお
いて既知であるように、これは後で表示用２Ｄ画面空間に変換される）。
【００２２】
　そのような構成において、当技術において既知であるように、タイルは種々の解像度（
ミップマップ）で格納及び表示されてもよい。ミップマップ間をよりシームレスに移行す
るために、異なる解像度のタイルが重ね合わされ且つフィルタリングされてもよい。
【００２３】
　そのようなタイルベースの地図及び道路網のレンダリングは、２次元及び３次元の双方
において、道路網及び地理データを表示する効率的で効果的な方法である。大部分のモバ
イルグラフィックスレンダリングサブシステム（ＰＮＤにおいて一般に使用される（当技
術において既知であるように、ハードウェア、ソフトウェア又はそれらの双方で実現され
る））は、許容できるフレームレートを得るために処理できるジオメトリの量が制限され
、また、デスクトップグラフィックスアクセラレータにおいて見られる多くの高性能の特
徴はまだモバイル空間対応になっていないため、タイルベースレンダリングは特に効率的
である。
【００２４】
　しかし、現在の形式のタイルベースの方法は、水域特徴（運河、河川等）及び／又は低
い道路区分等の地下（又は地上）の特徴、あるいは実際に地下又は地上に表現される何ら
かの「野外の」特徴を表示するのにあまり適さないことを、本出願人は認識した。
【００２５】
　そのような特徴は、例えばタイルを更に小さいタイル及び／又は三角形に分割してそれ
らを上下するか、あるいは例えば三角形の頂点が正確な高さ又は深さに配置される三角形
メッシュを使用することでタイルのジオメトリを変更することにより取得される。しかし
、それにより、格納及び処理する必要のあるジオメトリの量が大幅に増加し、一般に、性
能が低下し且つ格納コストが増加する。
【００２６】
　新規のハードウェアにおいて、頂点又はジオメトリシェーダ等のグラフィックスアクセ
ラレータの特徴を使用して、グラフィックスアクセラレータに提供されるジオメトリを変
更する場合がある。
【００２７】
　しかし、特に移動装置において、そのような技術は、必要なジオメトリの量を考えると
効率が悪い。あるいは、必要なハードウェアの特徴が装置において使用されるグラフィッ
クスレンダリングサブシステムに存在しない場合、そのような技術を使用できない。
【００２８】
　従って、本出願人は、ナビゲーション装置における地図情報の表示を改善する余地が残
っていると考える。
【発明の概要】
【００２９】
　本発明の第１の態様によると、地図情報を表示する方法であって、
　地図情報を表示するために１つ又は複数のグラフィックスプリミティブにテクスチャを
適用するために、地図に対して表示される１つ以上の地図の特徴を含む第１のグラフィッ
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クステクスチャと第２のグラフィックステクスチャとを組み合わせて使用することと、
　地図情報を表示するために、適用されたテクスチャを有する１つ又は複数のグラフィッ
クスプリミティブを表示することとを備え、
　第２のテクスチャ及び組み合わせ動作は、第１のテクスチャと第２のテクスチャとを組
み合わせて使用することにより、表示されている少なくとも１つの地図の特徴が当該地図
の特徴の境界を表す境界領域により縁取られるように構成される方法が提供される。
【００３０】
　本発明の第２の態様によると、
　ユーザに対してデジタル地図を表示するためのディスプレイと、
　デジタル地図データにアクセスし且つディスプレイ上に表示されるようにデジタル地図
をレンダリングするように構成されたプロセッサとを備え、プロセッサが、
　地図を表示するために１つ又は複数のグラフィックスプリミティブにテクスチャを適用
するために、表示される１つ以上の地図の特徴を含む第１のグラフィックステクスチャと
第２のグラフィックステクスチャとを組み合わせて使用し、且つ
　地図を表示するために、適用されたテクスチャを有する１つ又は複数のグラフィックス
プリミティブを表示することにより、
　デジタル地図データを表示するためにレンダリングする手段を更に備えることを特徴と
し、
　第２のテクスチャ及び組み合わせ動作は、第１のテクスチャと第２のテクスチャとを組
み合わせて使用することにより、表示されている少なくとも１つの地図の特徴が当該地図
の特徴の境界を表す境界領域により縁取られるように構成されるナビゲーション又はマッ
ピング装置が提供される。
【００３１】
　本発明において、表示される地図情報は、表示されている地図の特徴の少なくとも１つ
が当該地図の特徴の境界を表す境界領域により縁取られるように２つのテクスチャを組み
合わせて使用することにより、表示するためにレンダリングされる。
【００３２】
　以下に更に説明するように、本出願人は、これにより、例えば水域特徴、建物、建物の
窓等の所定の平面の上方又は下方に存在する特徴を更にリアル且つ効率的にレンダリング
する技術が提供されることを認識した。そのような方法は、例えば移動装置等の制限され
る（例えば、グラフィックスジオメトリが制限される）装置において使用するのに適して
いる。
【００３３】
　特に、本出願人は、そのような境界効果が表示の視覚品質を大幅に向上することに気付
いた。特に、表示地図上で見られる特徴に例えばコントラストの異なる境界を提供するこ
とにより、観察者は当該境界領域を表示画像における平面の内側（又は外側）に延伸する
表面又はエッジとして知覚する傾向があり、それにより、表示画像における奥行き（高差
）の印象を向上できることを本出願人は認識した。
【００３４】
　更に、本技術の視覚品質は、例えばゲームにおいて使用される更に複雑な方法（例えば
、頂点数の増加、バンプマッピング等）に完全に匹敵することはできないが、例えばタイ
ルベースの地図表示の視覚品質を向上する相対的に高速且つ効率的な方法を提供できる。
【００３５】
　このように、本発明は、ジオメトリを全く又は全く増加せずに（例えば、既存の頂点バ
ッファオブジェクトを再利用することにより）所望の効果を作成できるため、組み込みグ
ラフィックスハードウェアに適している。従って、ＰＮＤに対する現在及び（近い）将来
のシステムオンチップ構成に含まれるグラフィックスレンダリングサブシステムの種類が
効率的に処理できるジオメトリの数において通常は非常に制限されるため、本発明はその
ような構成において使用するのに適している。
【００３６】



(10) JP 5987059 B2 2016.9.6

10

20

30

40

50

　しかし、以下に更に説明するように、本発明は、ポータブル装置及び更に制限される装
置のみに適用可能であるのでなく、要望に応じて、高性能のグラフィックスレンダリング
サブシステムにも有利に使用可能である。
【００３７】
　本発明は、特にタイルベースの地図情報レンダリングに適しているが、それに限定され
ない。本例において、レンダリングされているプリミティブは、表示される地図の各タイ
ルを表す。
【００３８】
　従って、本発明の第３の態様によると、タイルベースの地図情報レンダリングを使用し
て地図情報を表示する方法であって、
　地図情報を表示するために表示されるタイルに対して、
　地図情報を表示するために表示されるタイルを表す１つ又は複数のグラフィックスプリ
ミティブにテクスチャを適用するために、地図のタイルに対して表示される１つ以上の地
図の特徴を含む第１のグラフィックステクスチャと第２のグラフィックステクスチャとを
組み合わせて使用し、且つ
　地図情報を表示するためにタイルを表示するために、適用されたテクスチャを有するタ
イルを表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブを表示することにより、タイルを
表示するためにレンダリングすることを備え、
　第２のテクスチャ及び組み合わせ動作は、第１のテクスチャと第２のテクスチャとを組
み合わせて使用することにより、タイル上に表示されている少なくとも１つの地図の特徴
が当該地図の特徴の境界を表す境界領域により縁取られるように構成される方法が提供さ
れる。
【００３９】
　本発明の第４の態様によると、
　ユーザに対してデジタル地図を表示するためのディスプレイと、
　デジタル地図データにアクセスし且つタイルベースの地図情報レンダリングを使用して
デジタル地図をディスプレイ上に表示させるように構成されたプロセッサとを備え、プロ
セッサが、
　地図情報を表示するために表示されるタイルを表す１つ又は複数のグラフィックスプリ
ミティブにテクスチャを適用するために、地図のタイルに対して表示される１つ以上の地
図の特徴を含む第１のグラフィックステクスチャと第２のグラフィックステクスチャとを
組み合わせて使用し、且つ
　地図情報を表示するためにタイルを表示するために、適用されたテクスチャを有するタ
イルを表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブを表示することにより、
　地図情報を表示するために表示されるタイルをレンダリングする手段を更に備えること
を特徴とし、
　第２のテクスチャ及び組み合わせ動作は、第１のテクスチャと第２のテクスチャとを組
み合わせて使用することにより、タイル上に表示されている少なくとも１つの地図の特徴
が当該地図の特徴の境界を表す境界領域により縁取られるように構成されるナビゲーショ
ン又はマッピング装置が提供される。
【００４０】
　明らかなように、本発明の上記の態様及び実施形態において参照されるレンダリングさ
れるタイルは、３Ｄ空間において地図情報を表すタイルであり、従って、表示用画面空間
において２Ｄシーンをレンダリングする際に使用される「タイル」ではなく、実際に表示
される際に２Ｄ画面空間に投影される３Ｄ世界におけるタイルである。従って、文脈上明
らかに他の意味に解釈するべき場合を除いて、本明細書中のタイルベースレンダリングに
対する参照は、表示される画像（例えば、地図情報）が３Ｄ「世界」空間における１つ又
は複数のタイルとして表される構成を参照することを意図する。これらのタイルは、表示
用２Ｄ「画面」空間に投影される。
【００４１】



(11) JP 5987059 B2 2016.9.6

10

20

30

40

50

　本発明の技術は、例えば表示されている画像の特性に依存して、表示される地図情報（
表示されている画像）の要求される数のタイル（タイルの位置）に対して使用されてもよ
い。従って、例えば本発明の技術を使用してレンダリングされる画像のタイルの位置は１
つのみであってもよく、あるいは、実際は一般に、そのようにレンダリングされるタイル
（タイルの位置）は複数であってもよい（これは、例えば表示されている画像（地図）の
複数のタイルを通る水域特徴等の特徴が存在する場合である）。本発明の技術を使用して
レンダリングされないタイルは、通常の方法でレンダリングされてもよい。
【００４２】
　テクスチャが適用される１つ又は複数のプリミティブは、あらゆる適切な所望のグラフ
ィックスプリミティブ（すなわち、グラフィックスレンダリング演算に使用されるプリミ
ティブ）であってもよい。当技術において既知であるように、グラフィックスプリミティ
ブは、通常は三角形又は矩形等の単純な多角形であり、そのような多角形であるのが好ま
しい。所定の地図のタイルは、要望に応じて、単一のプリミティブを使用して表されても
よく、複数のプリミティブを使用して表されてもよい。
【００４３】
　本発明において境界領域を提供される地図の特徴は、表示地図の平面の上方又は下方に
存在する特徴を表すのが好ましい（本発明の効果が、表示画像における奥行き及び高差の
知覚を向上することであるため）。
【００４４】
　好適な一実施形態において、地図の平面は「地表」を表し、その場合、「縁取られた」
地図の特徴は、水域特徴、トンネル、切通し等の地下の特徴及び／又は建物の屋根等の地
上の特徴を表すのが好ましい。
【００４５】
　地図の平面が地表ではなく、建物又は他のオブジェクトの側面（例えば、水平面ではな
く垂直面）等の他の何らかの平面を表すことも可能である。この場合、地図の平面は例え
ば建物の外面を表し、縁取られる特徴は例えば建物の窓及び／又は扉の位置である。
【００４６】
　上述のように、本発明の構成は、河川等の１つ以上の地図の特徴が境界を用いて表示さ
れるようにする。構成は、「縁取られる」ことを意図する地図の特徴が異なる外見を有す
る地図（画像）領域により少なくとも部分的に縁取られるようにするのが好ましい。これ
により、境界効果が地図の特徴に相対的に簡単に与えられる。
【００４７】
　従って、境界（境界領域）は、「縁取られて」いる地図の特徴と異なる色又は色調にな
るようにレンダリングされるのが好ましい。これは、地図の特徴と対照的な色又は色調に
なるようにレンダリングされるのが好ましい。境界は、地図の特徴自体の色と異なる例え
ば暗い色調であってもよく、あるいは地図の特徴自体の色と異なる色であってもよい。こ
れは、地図の特徴より暗い色であり、例えば黒色、暗い青色又は暗い灰色であるのが好ま
しい。境界は、問題の地図の特徴に対する暗いエッジとして現われるのが最も好ましい。
【００４８】
　構成は、境界及び地図の特徴が適切に表示されるようにする必要がある。従って、境界
は、画像の表示時に地図の特徴のエッジに現れる必要がある。
【００４９】
　境界は、地図の特徴を包囲してもよい。しかし、本出願人は、画像の表示時に境界が地
図の特徴の全周に見える必要がない（実際は、そのように見えないのが好ましい）ことを
理解した。むしろ、境界は、問題の観察方向に適するように見えるのが好ましく、例えば
観察者から見て地図の特徴の手前側（又は奥側）ではなく、観察者から見て地図の特徴の
奥側（又は手前側）に存在するのが好ましい。これにより、表示時に地図の特徴が地図内
の他の特徴と異なる高さに存在するように見え、地図における境界領域の視覚効果が向上
される。
【００５０】
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　一般に、第１のテクスチャ及び第２のテクスチャは、所望の表示を達成するあらゆる適
切な所望の方法で構成されてもよい。同様に、第１のテクスチャ及び第２のテクスチャは
、例えば既存のグラフィックス処理システムのテクスチャマッピング処理及びシステムを
使用することにより、あらゆる適切な所望のテクスチャ処理（例えば、テクスチャマッピ
ング）技術を使用してプリミティブに適用され且つ組み合わせて使用されてもよい。
【００５１】
　（しかし、本出願人は、本発明の効果を達成するためにテクスチャを構成し且つ使用す
る特定の好適な技術を開発した。これらの技術を以下に説明する。）
　第１のテクスチャは、表示される１つ以上の地図の特徴を含む（すなわち、プリミティ
ブに適用された場合に示す）必要がある。これらの特徴は、道路、建物、田畑等のあらゆ
る適切な地図の特徴を含んでもよい。第１のテクスチャは、境界を用いて表示される特徴
を含んでもよい（いくつかの好適な実施形態において、第１のテクスチャはそのような特
徴を含む）。
【００５２】
　第１のテクスチャは、例えば問題の地図を定義する地図情報の一部として格納される事
前に定義されたテクスチャであってもよく、あるいは、格納された地図のジオメトリから
使用時に生成されるテクスチャであってもよい。
【００５３】
　１つの好適な実施形態において、第２のテクスチャは同様に、表示される地図の特徴を
含むテクスチャであってもよい。しかし、第２のテクスチャはそのようなテクスチャであ
る必要がなく、例えば第１のテクスチャの特徴が表示される際にそれらを変調又は変更す
るために使用されるテクスチャであってもよい（別の好適な実施形態において、第２のテ
クスチャは、このようなテクスチャである）。後者の場合、第２のテクスチャマップは、
例えば第１のテクスチャと組み合わされた（第１のテクスチャに適用された）場合に第１
のテクスチャの領域を選択的に暗くする（又は明るくする）「ダークマップ」の形態であ
ってもよく、好適な一実施形態において、そのような形態である。
【００５４】
　第２のテクスチャは同様に、事前に定義され且つ格納されたテクスチャであってもよい
（１つの好適な実施形態において、そのようなテクスチャである）。しかし、他の好適な
実施形態において、第２のテクスチャは、使用時に生成されるテクスチャである。第２の
テクスチャが使用時に生成される場合、好適な一実施形態において、これは別のテクスチ
ャから生成される。この他のテクスチャ自体は、事前に定義される（且つ格納される）か
又は生成されてもよい。
【００５５】
　１つの好適なそのような実施形態において、第２のテクスチャは第１のテクスチャから
生成される。１つの好適な実施形態において、以下に更に説明するように、第２のテクス
チャは、タイルに対する地図の特徴の高さを示す高さマップから生成される（この高さマ
ップは事前に定義されてもよく、あるいはそれ自体が例えば第１のテクスチャから使用時
に生成されてもよく、そのように生成されるのが好ましい）。
【００５６】
　尚、本明細書中で第１のテクスチャ及び第２のテクスチャを参照する場合、これらは、
地図を表示するためにレンダリングする際に実際は２つのテクスチャが使用されているこ
とを示すことを意図する。しかし、第１のテクスチャ及び第２のテクスチャは事前に定義
される必要はなく、実際は、それらの一方又は双方は、地図を表示するためにレンダリン
グしている際に使用時に生成可能である（実際、好適な一実施形態において、それらはそ
のように生成される）。第２のテクスチャは、第１のテクスチャのバージョンであっても
よく、あるいは第１のテクスチャから導出されてもよい。
【００５７】
　また、第１のテクスチャ及び第２のテクスチャは別々に格納される必要がなく、例えば
テクスチャマップのＲＧＢチャネルを使用して一方のテクスチャを格納し且つテクスチャ
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マップのアルファチャネルを使用して他方のテクスチャを格納することにより、単一のテ
クスチャマップとして格納されてもよい。また、第２のテクスチャは、それ自体が実際に
プリミティブに適用される必要がなく、例えばプリミティブに対する第１のテクスチャの
適用を変更するために使用されるテクスチャであってもよい。
【００５８】
　地図を表示する場合、第１のテクスチャ及び第２のテクスチャはあらゆる適切な所望の
方法で組み合わせて使用されてもよい。例えばアルファブレンド等のあらゆる適切なグラ
フィックスブレンド技術が使用されてもよい（１つの好適な実施形態において、グラフィ
ックスブレンド技術が使用される）。あるいはテクスチャは、他の方法で組み合わせるこ
とができ、例えばそれらを乗算することにより、あるいは第１のテクスチャマップの選択
的変更をトリガする（例えば、好ましくは、所定の画素に対する第１のテクスチャマップ
の値と第２のテクスチャマップの値との比較に基づいて、あるいはプリミティブに対する
第１のテクスチャの適用を選択的に変更する関数に対する入力として第２のテクスチャマ
ップの値を使用して）ために第２のテクスチャを使用することにより組み合わせることが
できる。
【００５９】
　本発明のいくつかの特に好適な実施形態において、第１のテクスチャ及び第２のテクス
チャは、地図を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに適用される第１のテク
スチャと第２のテクスチャとを組み合わせ、地図情報を表示するために、地図を表す１つ
又は複数のグラフィックスプリミティブに組み合わされた第１のテクスチャ及び第２のテ
クスチャを適用することにより、組み合わせて使用される。
【００６０】
　従って、本発明の第５の態様によると、好ましくはタイルベースの地図情報レンダリン
グを使用して地図情報を表示する方法であって、
　表示される地図を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに、地図に対して表
示される１つ以上の地図の特徴を含む第１のテクスチャを適用することと、
　地図を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに適用された第１のテクスチャ
と、地図を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに適用される第２のテクスチ
ャと、を組み合わせることと、
　地図情報を表示するために、適用されて組み合わされた第１のテクスチャ及び第２のテ
クスチャを有する地図を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブを表示すること
とを備え、
　第２のテクスチャ及び組み合わせ動作は、組み合わされたテクスチャにより、表示され
ている少なくとも１つの地図の特徴が当該地図の特徴の境界を表す境界領域により縁取ら
れるように構成される方法が提供される。
【００６１】
　本発明の第６の態様によると、
　ユーザに対してデジタル地図を表示するためのディスプレイと、
　デジタル地図データにアクセスし且つ好ましくはタイルベースの地図情報レンダリング
を使用してディスプレイ上に表示されるようにデジタル地図をレンダリングするように構
成されたプロセッサとを備え、プロセッサが、
　表示される地図を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに地図に対して表示
される１つ以上の地図の特徴を含む第１のテクスチャを適用することと、
　地図を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに適用された第１のテクスチャ
と地図を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに適用される第２のテクスチャ
とを組み合わせることと、
　地図を表示するために、適用されて組み合わされた第１のテクスチャ及び第２のテクス
チャを有する地図を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブを表示することとに
より、
　デジタル地図データを表示するためにレンダリングする手段を更に備えることを特徴と
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し、
　第２のテクスチャ及び組み合わせ動作は、組み合わされたテクスチャにより、表示され
ている少なくとも１つの地図の特徴が当該地図の特徴の境界を表す境界領域により縁取ら
れるように構成されるナビゲーション又はマッピング装置が提供される。
【００６２】
　本発明の第１の特に好適な実施形態において、第１のテクスチャは、１つ以上の地図の
特徴及び１つ以上のシースルー形状（透明領域）を地図上に表示するように構成され、第
２のテクスチャは、テクスチャが地図のプリミティブに適切にマッピングされ且つ組み合
わされる場合に第１のテクスチャにおけるシースルー形状（透明領域）を「通して見える
」（すなわち、それの代わりに現われる）ように地図の特徴及びそれらの境界を表示する
ように構成される。
【００６３】
　従って、本発明の本実施形態において、表示される地図情報は、１つ以上のシースルー
形状が提供されたプリミティブに第１のテクスチャを適用し、プリミティブに第２のテク
スチャを適用することで実際は第１のテクスチャにおけるシースルー形状（部分）を「塗
りつぶす」（追加の視覚情報を用いて）ことにより、表示するためにレンダリングされる
。
【００６４】
　これらの構成において、第１のテクスチャは例えば「地表」を表す。この場合、第１の
テクスチャは例えば適切に構成される必要があり、その場合、シースルー形状は、水域特
徴、トンネル、切通し等の地下の特徴の位置を表す。第１のテクスチャが建物の屋根等の
地上の特徴を表すことも可能である。この場合、シースルー形状は、例えば道路、田畑等
の地表の特徴の位置を表す。
【００６５】
　第１のテクスチャが地表ではなく、建物又は他のオブジェクトの側面（例えば、水平面
ではなく垂直面）等の他の何らかの平面を表すことも可能である。この場合、第１のテク
スチャは例えば建物の外面をレンダリングするために使用されてもよく、その場合、シー
スルー形状は例えば建物の窓及び／又は扉の位置である。
【００６６】
　第１のテクスチャにおけるシースルー形状（透明領域）は、あらゆる適切な所望の方法
で提供されてもよい。好適な一実施形態において、シースルー形状はアルファテクスチャ
（透明度）を使用することにより提供される。従って、シースルー形状が現れる第１のテ
クスチャの範囲（領域）に透明係数が適用される。
【００６７】
　シースルー形状は、完全に透明であってもよく、部分的にのみ透明であるようにレンダ
リングされてもよく、あるいはそれらの組み合わせであってもよい。例えばトンネルをレ
ンダリングするためのシースルー形状は、トンネルの入口では完全に透明であるがトンネ
ルが実際に地下に存在する部分では半透明であるようにレンダリングされてもよい。この
ように、特に好適な一実施形態において、第１のテクスチャにおけるシースルー形状（透
明領域）は、可変であり且つ／又は異なる透明度を使用してもよい。
【００６８】
　特に好適な一実施形態において、第１のテクスチャにおけるシースルー形状（透明領域
）のエッジは、シースルー形状の本体と異なる透明度でレンダリングされ、好ましくは本
体より低い透明度でレンダリングされる。第１のテクスチャにおけるシースルー形状のエ
ッジに例えば半透明性を適用することにより、表示画像における明瞭な線を避けられる。
【００６９】
　従って、本発明の第１の特に好適な本実施形態において、第２のテクスチャは、トンネ
ル、水域特徴等の地下の特徴、地表の特徴又は垂直面における特徴等、第１のテクスチャ
におけるシースルー形状により形成される「間隙」を通して見える適切な地図の特徴を適
宜表す必要がある。
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【００７０】
　従って、第２のテクスチャは、第１のテクスチャにおけるシースルー形状を「通して」
見える関連する地図の特徴を表すか又は示す画像領域を含むのが好ましい。従って、これ
らの画像領域は、水域特徴、トンネル、切通し、建物の窓、道路、田畑、庭等のうちの１
つ以上を表すのが好ましい。第２のテクスチャにおける画像領域は、画像がレンダリング
される際に第１のテクスチャにおけるシースルー領域と全体が重なり合う（一致する）よ
うに構成される必要がある。従って、好適な一実施形態において、一般に、第２のテクス
チャにおける画像領域の大きさは第１のテクスチャにおける対応するシースルー形状と同
様である（一致する）。第２のテクスチャにおける所定の地図の特徴を表す画像領域は、
第１のテクスチャにおける対応するシースルー形状と同一の大きさ、形状及び位置を第２
のテクスチャおいて有するのが最も好ましい。
【００７１】
　好適な本実施形態において、第２のテクスチャは、画像の表示時に、第１のテクスチャ
におけるシースルー形状を通して見えることを意図する画像領域が、画像領域により示さ
れる地図の特徴の境界を表し且つ形成する異なる外見を有する他の領域により縁取られ且
つ／又は包囲されるように更に構成されるのが好ましい。以下に更に説明するように、境
界領域の少なくとも一部が同様に第１のテクスチャにおけるシースルー形状を通して見え
るように２つのテクスチャが組み合わされる場合、表示タイルにおいて所望の地図の特徴
に所望の境界効果を相対的に簡単に与えることができる。上述のように、第２のテクスチ
ャにおける境界領域は、第２のテクスチャ上の画像領域と対照的な色又は色調であるのが
好ましい。これは画像領域より暗い色であり、例えば黒色、暗い青色又は暗い灰色である
のが好ましい。
【００７２】
　従って、本発明のこれらの構成の特に好適な一実施形態において、第２のテクスチャは
、対応する第１のテクスチャにおけるシースルー形状を通して見える地図の特徴に対応し
且つコントラストが異なるのが好ましい境界を表す色により縁取られる画像領域を含む。
【００７３】
　本発明の本実施形態において、第１のテクスチャ及び第２のテクスチャは、グラフィッ
クスアルファブレンド演算を使用して組み合わされるのが好ましい。これにより、簡単に
、地図の特徴を表す第２のテクスチャにおける画像及び境界領域が第１のテクスチャにお
けるシースルー（透明）形状（領域）では見えるがそれ以外の部分では見えないようにで
きる。
【００７４】
　上述のように、第１のテクスチャ及び第２のテクスチャの構成及び組み合わせは、画像
が表示される際に、第２のテクスチャにおける境界を形成する領域が第２のテクスチャに
おける画像領域と第１のテクスチャにおける（不透明な）画像との間に現れるようにする
必要がある。従って、境界は、第１のテクスチャにおけるシースルー形状のエッジと第２
のテクスチャにおける画像領域との間に現れる必要がある。
【００７５】
　更に、上述したように、境界は、例えば問題の観察方向に適するように見えるのが好ま
しく、観察者から見て第２のテクスチャにおける画像領域の手前側ではなく奥側に存在す
る（あるいは、奥側ではなく手前側に存在する）ように見えるのが好ましい。
【００７６】
　画像が表示される際の第１のテクスチャ及び第２のテクスチャにおける画像領域、境界
領域及びシースルー形状の本構成は、あらゆる適切な所望の方法で達成されてもよい。
【００７７】
　しかし、特に好適な一実施形態において、第２のテクスチャの変位バージョンが１つ又
は複数のプリミティブに適用され且つ第１のテクスチャと組み合わされる。第２のテクス
チャの変位バージョンは、ビュー方向に依存してパースペクティブ補正用に変位された第
２のテクスチャのバージョン、すなわち、カメラの位置に依存したパースペクティブ補正
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変位が施された第２のテクスチャのバージョンである。
【００７８】
　特に好適な一実施形態において、１つ又は複数のプリミティブに適用される場合の第２
のテクスチャの変位は、第２のテクスチャが実際は（テクスチャが適用されているプリミ
ティブの）第１のテクスチャの平面の後方（下方）に存在する平面に適用されているよう
に表示されるような（そのような効果を有するような）変位である。
【００７９】
　これは、第２のテクスチャが適用されるプリミティブ（すなわち、表示されているプリ
ミティブ）の座標をプリミティブの平面からその下方（後方）の平面にカメラビューに従
って（且つパースペクティブ補正用に）投影した後に、投影されたプリミティブ座標をプ
リミティブの平面の下方（後方）の平面からプリミティブの平面に正射影（垂直射影）す
ることにより達成されるのが好ましい。そのように投影されたプリミティブ座標により、
第２のテクスチャがプリミティブに適用される時に元のプリミティブ座標（すなわち、未
投影のプリミティブ座標）に適用される（マッピングされる）第２のテクスチャにおける
位置が得られる。
【００８０】
　換言すると、第２のテクスチャの視点依存パースペクティブ補正変位を取得するために
、表示されているプリミティブにおける各位置に対応する変位された第２のテクスチャに
おける位置は、プリミティブにおける位置を表示されているプリミティブの平面の下方（
後方）の平面にカメラビューに従って（且つパースペクティブ補正用に）投影した後に、
プリミティブの平面の下方（後方）の平面における投影されたプリミティブの位置を表示
されているプリミティブの平面に正射影（垂直射影）することにより決定されるのが好ま
しい。その場合、投影された位置が正射影された表示されているプリミティブの元の平面
における位置は、表示されているプリミティブにおける各位置に対して使用される（適用
される）第２のテクスチャにおける変位位置である。
【００８１】
　別の見方をすると、この効果は、実際は、プリミティブにおける位置を第２のテクスチ
ャであると考えられる「仮想」平面が表示されている地図の平面の後方の変位された「仮
想」平面にカメラの位置（視点）に従ってパースペクティブ補正用に投影し、その後、第
２のテクスチャをプリミティブに適用する際に当該プリミティブの位置に対して使用する
第２のテクスチャにおけるテクスチャ座標として、変位された仮想平面上の投影されたプ
リミティブの位置の交点を取得することである。
【００８２】
　従って、好適な一実施形態において、表示されているプリミティブにおける各位置に対
して使用する第２のテクスチャのテクスチャ空間（ｓ，ｔ）における座標は、プリミティ
ブにおける世界空間（ｘ，ｙ，ｚ）の位置を第２のテクスチャが概念上適用されている変
位された「仮想」平面上にパースペクティブ補正用に投影することにより決定される。（
この投影は、プリミティブにおける位置及び投影の中心（カメラの位置／視点）を通る線
に沿う必要がある。）この場合、投影されたプリミティブの位置が変位された「仮想」平
面において第２のテクスチャのテクスチャ空間（ｓ，ｔ）と交差する位置は、問題のプリ
ミティブの位置に関連付けられ且つそれに対して使用される第２のテクスチャのテクスチ
ャ（ｓ，ｔ）座標セットである。
【００８３】
　パースペクティブ補正変位を取得する他の構成が使用されてもよい。例えば変位された
第２のテクスチャにおいて、表示される１つ（又は複数）のプリミティブの頂点に対して
使用するテクスチャ座標は、表示される１つ（又は複数）のプリミティブの頂点に対する
法線ベクトルを使用して導出されてもよい（別の好適な実施形態において、そのようなテ
クスチャ座標はこのように取得される）。
【００８４】
　本構成の好適な実現例において、表示される１つ（又は複数）のプリミティブの頂点に
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対する法線ベクトルが決定され、単位長さに正規化され、その後、選択されたスカラー値
を用いて乗算することにより所望の長さに変倍される（所望の長さは、表示される１つ（
又は複数）のプリミティブの平面と第２のテクスチャが効果的に表示されている平面との
間のオフセットに対応すると考えられる（そのように設定される必要がある））。変倍さ
れた法線ベクトルは、表示される１つ（又は複数）のプリミティブの平面上に投影される
（すなわち、表示される１つ（又は複数）のプリミティブの平面と一致する第２のテクス
チャのテクスチャ空間上に投影される）。変倍された各法線投影の２つのデルタ成分ｓ及
びｔは、それらのプリミティブに第２のテクスチャを適用する際に、表示される１つ（又
は複数）のプリミティブの頂点に関連付けられる（且つ使用される）第２のテクスチャの
各テクスチャ空間座標を導出するために使用される各（ｓ，ｔ）テクスチャ空間座標の変
位として使用される。
【００８５】
　所定のプリミティブの位置に対して使用する第２のテクスチャにおける座標（位置）が
例えば上記の方法のうちの１つで決定されると、第２のテクスチャは、そのように導出さ
れた（ｓ，ｔ）テクスチャ空間座標を使用してプリミティブに適用される。
【００８６】
　使用される第２のテクスチャにおける変位位置（テクスチャ座標）はプリミティブの頂
点に対して決定され、プリミティブの他の位置の値は頂点の値からパースペクティブ補正
補間により決定されるのが好ましい。（プリミティブの表面属性（テクスチャ座標を含む
）に沿うパースペクティブ補正補間は、ＯｐｅｎＧＬ等の３Ｄグラフィックスレンダリン
グパイプラインにおいて一般に使用可能な機能である。）第２のテクスチャをプリミティ
ブに適用する際にそのように導出されたプリミティブの頂点に対する第２のテクスチャの
位置及びパースペクティブ補正補間を使用することにより、第２のテクスチャの縮小（変
倍、収縮）を含むパースペクティブ補正変位をプリミティブの頂点においてだけでなく内
部表面に沿っても取得できることが保証される。
【００８７】
　第２のテクスチャがプリミティブに適用され且つ第１のテクスチャと組み合わされる前
に第２のテクスチャをパースペクティブ補正変位することの効果は、第２のテクスチャに
おける画像及び境界領域が、第１のテクスチャの平面の後方の平面に存在し且つ第１のテ
クスチャにおけるシースルー形状を通して見えるように第１のテクスチャにおけるシース
ルー（透明）形状に対して位置決めされることである。従って、第２のテクスチャにおけ
る境界及び画像領域は、本発明の所望の境界効果を達成する適切な方法で、表示画像にお
いて第１のテクスチャの画像領域に対して位置決めされる。（例えば、第２のテクスチャ
上の画像領域が第１のテクスチャにおける対応するシースルー形状と同一の大きさ、形状
及び位置を第２のテクスチャにおいて有する場合、３Ｄ世界空間における実際の地図の後
方に適用されているように第２のテクスチャを効果的に適用することにより、画像が表示
用２Ｄ画面空間に投影される場合、画像領域を包囲する境界は適切に見える。）
　これらの構成において、第２のテクスチャが概念上表示される「仮想」平面は、プリミ
ティブの平面の後方に存在する必要がある。好適な一実施形態において、例えば地図情報
の表示の場合、平面間の垂直方向のオフセット（３Ｄ空間における）が使用され、それに
より、本発明により提供される奥行き効果が全ての観察方向から機能するようになる。他
の構成において、例えば建物の外面等の垂直な表面を表示する場合、水平方向のオフセッ
ト（３Ｄ空間における）が使用されてもよく、使用されるのが好ましい。
【００８８】
　１つの好適な実施形態において、第２のテクスチャの「レイヤ」（すなわち、第２のテ
クスチャが実際に「適用」されている仮想の変位平面）は１つのみである。しかし、表示
される地図の平面の後方に「仮想」深さの異なる複数の「第２の」テクスチャが存在する
ように、３つ以上の「第２の」「レイヤ」を有することも可能である。この場合、中間の
第２のテクスチャ（すなわち、最後の「最後方の」第２のテクスチャではない）は、第１
のテクスチャにおけるシースルー形状を通して見える画像領域と、画像が適切に表示され
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る場合に中間の第２のテクスチャの下方に存在する更なる「第２の」テクスチャにおける
画像領域が中間の第２のテクスチャ（及び第１のテクスチャ）を通して見えるようにする
シースルー形状自体との双方を有してもよい。
【００８９】
　異なる相対的「仮想」深さに存在するテクスチャを積み重ねることにより、異なる（複
数の）レベルに存在する特徴及び境界を取得できる。
【００９０】
　従って、好適な一実施形態において、１つ以上のシースルー形状を有する第１のテクス
チャ、上位レイヤのテクスチャ（第１のテクスチャ等）におけるシースルー領域を通して
見える画像領域と下位レイヤのテクスチャが見えるようにするシースルー領域との双方を
有する中間テクスチャの１つ以上のレイヤ、並びに最上位テクスチャ及び中間テクスチャ
（テクスチャレイヤ）におけるシースルー領域を通して見える画像領域を有する最下位テ
クスチャがレンダリングされる。
【００９１】
　第２のテクスチャの適切な変位（マッピング）が実行されると、そのようにマッピング
された第２のテクスチャは、第１のテクスチャ及び適切に合成された（組み合わされた）
テクスチャと共に表示される１つ（又は複数）のプリミティブに適用される。上述のよう
に、本発明の上記の実施形態において、テクスチャは、アルファブレンド演算を使用して
組み合わされる（合成される）のが好ましい（これは、あらゆる適切な所望の方法で実行
されてもよい）。その場合、これは、第１のテクスチャが透明である部分において第２の
テクスチャ内の所望の特徴が可視になり、本発明に従って表示画像において高差の印象を
与えられる効果を有する。
【００９２】
　要望に応じて、本実施形態の種々の変更及び改善が使用されてもよい。例えば、投影の
結果、第２のテクスチャの更に広い範囲が必要になる場合、第２のテクスチャの更に広い
範囲（第１のテクスチャと比較して）をテクスチャ処理に使用できるようする（キャッシ
ュからの取得、ダウンロード、生成等により）。その代わりに又はそれに加えて、表示さ
れる１つ（又は複数）のプリミティブの平面へのマッピング後、第２のテクスチャの「欠
落」部分を補償するために、テクスチャのクランプ又はミラーリング等の他の技術が使用
されてもよい。また、地図が複数のプリミティブの連続するセットを使用して定義される
場合、要望に応じて、変位テクスチャにおける「欠落」部分は隣接するプリミティブから
取得されてもよい。
【００９３】
　また、カメラの投影モードは透視投影である必要はない。正射影も全く同様に機能する
。
【００９４】
　本発明の特に好適な第２の実施形態において、第１のテクスチャは、表示される全ての
地図の特徴を含み、第２のテクスチャは、２つのテクスチャが組み合わされる場合に第１
のテクスチャの選択領域を変更又は変調し且つ好ましくは色を暗くする値を含むテクスチ
ャの形態である。従って、第２のテクスチャは、第１のテクスチャと組み合わされた場合
に、第１のテクスチャ内の領域が表示画像において例えば色の暗くなる水域のエッジ等の
地図の特徴の境界（エッジ）として示される（しかし、第１のテクスチャの残りの部分は
変更されないのが好ましい）ように構成されるのが好ましい。従って、これらの構成にお
ける第２のテクスチャは、所望の境界効果を表示するために第１のテクスチャ（好ましく
は、その強度）を変調又は変更する「変調マップ」であると考えられる。
【００９５】
　従って、第１のテクスチャは、地図の特徴（例えば、土地及び河川の特徴）を有する不
透明なテクスチャであり、第２のテクスチャは、第１のテクスチャの強度を変調する「変
調マップ」であるのが好ましい。
【００９６】
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　本実施形態において、地図を表示するためにレンダリングする場合、第１のテクスチャ
及び第２のテクスチャは乗算されて組み合わされるのが好ましい。
【００９７】
　第２のテクスチャである「変調マップ」は、好ましくは０．０～１．０である固定範囲
内の値を含むのが好ましく、第２のテクスチャがとることができる最大値（１．０等）を
下回る値を第２のテクスチャが有する部分でのみ第１のテクスチャを変更する（例えば、
色を暗くする）ように動作するのが好ましい（そのため、第２のテクスチャは、表示画像
において地図の特徴の境界（エッジ）として示される必要がある場所で最大値を下回る（
例えば、１．０を下回る）値を有する（それ以外の場所ではそのような値を有さない）よ
うに構成される必要があり且つ好ましい）。
【００９８】
　「変調マップ」である第２のテクスチャは、事前に定義されてもよい（例えば、問題の
タイルに対して）。しかし、本実施形態において、「変調マップ」である第２のテクスチ
ャは、変調マップである第２のテクスチャが適用される第１のテクスチャ内の異なる地図
の特徴の相対的高さを示す高さマップから使用時に動的に導出されるのが好ましい。この
高さマップは複数の高さのレベルを含むことができ且つ好ましく、そのため、単一の高さ
マップ（第２のテクスチャである変調マップ）で低い領域（例えば、水域領域）及び高い
領域（例えば、建物）の双方を表し且つ表示するためにレンダリングできる。
【００９９】
　高さマップは、事前に決定され、レンダリング処理への入力として使用される事前に定
義された高さマップ（テクスチャ）として格納されてもよい。この場合、高さマップは、
例えば別個のテクスチャとして格納されてもよく、あるいは、第１のテクスチャのアルフ
ァチャネルに格納されてもよい（当該チャネルが利用可能であり且つ第１のテクスチャに
対して使用されない場合）。あるいは、高さマップは、例えばカラーマップのデータから
使用時に導出されてもよく（例えばテクスチャを解析し、第１のテクスチャ内の対応する
テクセルが「水域」の色（あるいは、低い（又は高い）位置に存在する他の何らかの特徴
の色）に対応する高さマップ内の全てのテクセルをより「低く」設定することにより、例
えば地図の特徴を表す第１のテクスチャから導出されるのが好ましい）。
【０１００】
　例えば高さマップは、特定の色を指定された高さにマッピングする（例えば、水域の色
を低い高さにマッピングし、建物の色を高い高さにマッピングする等）ことにより、例え
ばカラーマップのデータから（例えば、地図の特徴を表す第１のテクスチャから）導出さ
れてもよい。
【０１０１】
　高さマップは、何らかの所望の適切な方法で「変調マップ」である第２のテクスチャを
導出するために使用される。しかし、特に好適な一実施形態において、第２のテクスチャ
は、高さマップ及び高さマップの変位バージョンから導出（計算）される。高さマップの
変位バージョンは、ビュー方向に依存してパースペクティブ補正変位された高さマップの
バージョンであるのが好ましい。変調マップである第２のテクスチャは、高さマップから
以下のように導出されるのが最も好ましい。
【０１０２】
　第２のテクスチャ（変調マップ）＝Ｈ０＋（１－Ｈ１）
　Ｈ０は高さマップであり、Ｈ１は変位された高さマップ（好ましくは、カメラの位置に
依存してパースペクティブ補正変位された高さマップのバージョン）である。
【０１０３】
　この構成の効果は、結果として得られた変調マップである第２のテクスチャにおいて、
低く又は高く示される第１のテクスチャ内の地図の特徴の「可視エッジ」側（観察者の視
点から見て）以外の大部分が最大値を有することであり、そのようであるのが好ましい。
従って、本構成は、低い（又は高い）地図の特徴の片側のみに色の暗いエッジが現れるよ
うにする効果を有する変調マップである第２のテクスチャを提供する（上述のように、こ
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れは本発明にとって特に望ましい動作である）。
【０１０４】
　そのように導出された変調マップである第２のテクスチャの値は、変調マップである第
２のテクスチャに許される最大値（１．０等）にクランプされるのが好ましい。その場合
、変調マップにより表示地図内に明るいエッジが生じることが避けられる。
【０１０５】
　導出された変調マップである第２のテクスチャは、要望に応じて第１のテクスチャの表
示を変調又は変更するために使用可能である。１つの好適な実施形態において、導出され
た変調マップである第２のテクスチャは第１のテクスチャと乗算され、第１のテクスチャ
における低い又は高い地図の特徴のエッジ領域の強度を変調する（暗くするのみ）。要望
に応じて、第１のテクスチャがプリミティブに適用される場合に、例えば第１のテクスチ
ャにおけるテクセルの色及び／又は画素の色を導出された変調マップである第２のテクス
チャの値に依存して選択的に変更又は修正する関数に対する入力として、導出された変調
マップである第２のテクスチャを使用する他の構成が使用されてもよい。
【０１０６】
　要望に応じて、変調マップ（及び変調された第１のテクスチャ）において高いコントラ
ストを取得するために、例えば０．５の減算及び２の乗算である（変調マップの値が０．
０～１．０の範囲にクランプされる場合）更なる変倍が変調マップである第２のテクスチ
ャに適用されてもよい。
【０１０７】
　上記の実施形態において、変調マップである第２のテクスチャは、第１のテクスチャに
適用される（第１のテクスチャを変調するために使用される）前に全体が計算されてもよ
い。しかし、これは必須ではなく、代わりに例えば画素（又は画素セット）毎に実行時に
計算されてもよい。例えば高さマップ及び変位された高さマップにおけるテクスチャルッ
クアップを画素の位置毎に実行した後に組み合わせて、第２のテクスチャに対する変調マ
ップの値を実行時に出力してもよい。第２のテクスチャに対する計算された変調マップの
値は、カラーマップである第１のテクスチャのチャネルを変調するために直接使用されて
もよい。
【０１０８】
　第２のテクスチャとして使用される変調マップを生成するために使用される高さマップ
の（パースペクティブ補正）変位バージョンは、何らかの適切な所望の方法で導出可能で
ある。これは、本発明の第１の特に好適な実施形態に対する第２のテクスチャの変位に関
連して上述した１又は複数の方法で導出されるのが好ましい。
【０１０９】
　従って、例えば１つの特に好適な実施形態において、「未変位の」高さマップにおける
各位置に対応する変位された高さマップにおける位置は、高さマップにおける位置を高さ
マップの平面の下方（後方）の平面にカメラビュー（視点）に従ってパースペクティブ補
正用に投影した後に、高さマップの平面の下方（後方）の平面における投影された高さマ
ップの位置を高さマップの「元の」平面に正射影（垂直射影）することにより決定される
。この場合、投影された位置が正射影される高さマップの元の平面における位置は、「未
変位の」高さマップにおける各位置に対応する変位された高さマップにおける位置である
。
【０１１０】
　本発明の第３の特に好適な実施形態において、第１のテクスチャは、上述の本発明の第
２の特に好適な実施形態と同様に、表示される全ての地図の特徴を含み（表示される全て
の地図の特徴を表すカラーマップであるのが好ましい）、第２のテクスチャは、第１のテ
クスチャの表示時に好ましくは第１のテクスチャの選択領域の色を暗くするように、レン
ダリングされたプリミティブにおいて第１のテクスチャの表示を変調又は変更するために
使用される。
【０１１１】
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　しかし、本実施形態において、第２のテクスチャは第１のテクスチャから導出されるの
が好ましく、そのように導出された第２のテクスチャは、第１のテクスチャの表示時に第
１のテクスチャに適用される変調（変更）が存在する場合はそれを判定するために、第１
のテクスチャと比較されるのが好ましい。換言すると、第１のテクスチャの表示は、第１
のテクスチャと第２のテクスチャとの比較に基づいて選択的に変更されるのが好ましい（
第２のテクスチャは、第１のテクスチャから導出される）。
【０１１２】
　本発明の特に好適な本実施形態において、従って、第２のテクスチャ及び比較処理は、
第１のテクスチャの選択領域（例えば、それらは境界領域であることを意図するのが好ま
しい）を変更する、例えば色を暗くする、ようにする必要がある。従って、第２のテクス
チャ及び比較処理は、表示画像において、例えば水域のエッジ等である地図の特徴の境界
（エッジ）として示される第１のテクスチャ内の領域の色を暗くする（好ましくは、第１
のテクスチャの残りの部分は変更されない）ように構成されるのが好ましい。
【０１１３】
　構成は、色の暗いエッジが低い（又は高い）地図の特徴の片側のみに現れるようにする
効果を有するのが好ましい（上述のように、これは本発明にとって特に望ましい動作であ
る）。
【０１１４】
　これを達成するために、本実施形態において、第２のテクスチャは、第１のテクスチャ
の変位バージョンとして導出され、好ましくはパースペクティブ補正変位バージョンとし
て導出されるのが好ましい。
【０１１５】
　本発明の本実施形態において第２のテクスチャとして使用されるこの第１のテクスチャ
の（パースペクティブ補正）変位バージョンは、何らかの適切な所望の方法で導出可能で
ある。これは、本発明の第１の特に好適な実施形態に対する第２のテクスチャの変位に関
連して上述した１又は複数の方法で導出されるのが好ましい。
【０１１６】
　従って、例えば１つの特に好適な実施形態において、「未変位の」第１のテクスチャに
おける各位置に対応し且つ第１のテクスチャと比較される第２のテクスチャを形成する第
１のテクスチャの変位バージョンにおける位置は、第１のテクスチャにおける位置を第１
のテクスチャの平面の下方（後方）の平面にカメラビューに従って（パースペクティブ補
正用に）投影した後に、第１のテクスチャの平面の下方（後方）の平面における投影され
た第１のテクスチャの位置を第１のテクスチャの「元の」平面に正射影（垂直射影）する
ことにより決定される。この場合、投影された位置が正射影される第１のテクスチャの元
の平面における位置は、「未変位の」第１のテクスチャにおける各位置に対応する変位さ
れた第１のテクスチャにおける位置である（そのため、第１のテクスチャと第２のテクス
チャとを比較する際に第２のテクスチャの値として使用される）。
【０１１７】
　本発明の上記の実施形態において、比較処理は、所定の画素の位置における第１のテク
スチャに対する特徴と第２のテクスチャを形成する第１のテクスチャの変位バージョンに
対する特徴とが同一のレベル（高さ）に存在するか否かを判定するのが好ましい。特徴が
同一のレベル（高さ）に存在する（例えば、双方が地表の特徴である）場合、第１のテク
スチャは変更されずに表示されるが、所定の画素の位置に対して、第１のテクスチャが第
２のテクスチャを形成する第１のテクスチャの変位バージョンより低いレベルの特徴（例
えば、水域）を含む場合（及び／又は第１のテクスチャの変位バージョンが第１のテクス
チャより低いレベルの特徴を含む場合）、画素の位置に対する表示されるテクスチャはエ
ッジを表す（示す）ように変更される。
【０１１８】
　上述のように、「エッジ」は、例えば当該画素の位置における第１のテクスチャの強度
を暗くするか、あるいは画素の色を要望に応じて黒色又は暗い青色等のエッジ色に変更す
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ることにより表される。レベルの比較は、画素の色データに基づいてもよく、基づくのが
好ましい。例えば、「青色」は水域を示し、「緑色」は地表を示すものとする。
【０１１９】
　従って、本実施形態において、地図を表す１つ又は複数のプリミティブの１つ（又は複
数）の画素に対して表示される出力色は、当該画素に対する第１のテクスチャの値と当該
画素に対する第１のテクスチャの変位バージョンの値との比較に基づくのが好ましい。換
言すると、出力画素の色は、当該画素に対する第１のテクスチャの値と第１のテクスチャ
における変位位置に対する値との比較に基づくのが好ましい。
【０１２０】
　従って、本発明の第７の態様によると、好ましくはタイルベースの地図情報レンダリン
グを使用して地図情報を表示する方法であって、
　地図を表示するためにプリミティブに適用され且つ地図に対して表示される１つ以上の
地図の特徴を含むテクスチャの画素に対する値とテクスチャの変位バージョンの当該画素
に対する値との比較に基づいて、地図を表すプリミティブの当該画素に対して表示される
出力色を決定することを備える方法が提供される。
【０１２１】
　本発明の第８の態様によると、
　ユーザに対してデジタル地図を表示するためのディスプレイと、
　デジタル地図データにアクセスし且つ好ましくはタイルベースの地図情報レンダリング
を使用してデジタル地図をディスプレイ上に表示させるように構成されたプロセッサとを
備え、プロセッサが、
　地図を表示するためにプリミティブに適用され且つ地図に対して表示される１つ以上の
地図の特徴を含むテクスチャの画素に対する値とテクスチャの変位バージョンの当該画素
に対する値との比較に基づいて、地図を表すプリミティブの当該画素に対して表示される
出力色を決定する手段を更に含むことを特徴とするナビゲーション又はマッピング装置が
提供される。
【０１２２】
　当業者には明らかなように、本発明の上記の態様及び実施形態は、本明細書中で説明す
る本発明の好適なオプションの特徴のいずれか１つ以上又は全てを適宜含むことができ且
つ含むのが好ましい。
【０１２３】
　従って、例えばテクスチャの変位バージョンは、第１のテクスチャを変位された「後方
の」平面にカメラビュー（視点）に従って投影した後に、結果として得られた変位された
「後方の」平面におけるテクスチャを元の「平面」に垂直射影することにより取得される
のが好ましい。
【０１２４】
　同様に、値を比較に使用する変位されたテクスチャの座標は、注目画素の位置をプリミ
ティブの平面の下方に変位される平面にカメラの位置に従って投影した後に、結果として
得られた画素の位置を変位平面から表示される地図を表すプリミティブの平面に正射影す
ることにより決定されるのが好ましい。そのように投影された画素の位置は、注目画素の
位置に対するテクスチャの値と比較するために、テクスチャにおけるサンプルに対する位
置として使用される。
【０１２５】
　本発明の上記の実施形態において、第２のテクスチャ及び比較処理等は、あらゆる適切
な所望の方法で導出及び実行されてもよい。このために画素シェーダプログラムを使用し
て、例えば第２のテクスチャを形成する第１のテクスチャの変位バージョンを導出し、比
較を実行し且つ表示される第１のテクスチャの値を変調（変更）する（必要に応じて）の
が好ましい。
【０１２６】
　上記の実施形態において、第２のテクスチャ（第１のテクスチャの変位バージョン）は
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、画素（又は画素セット）毎に実行時に計算されるのが好ましい。例えば画素の位置毎に
、第１のテクスチャマップ及び変位された第１のテクスチャにおけるテクスチャルックア
ップが実行時に実行され且つ比較される。
【０１２７】
　例えば好ましくは、例えばツーパス手法を使用して、第２のテクスチャを形成する変位
された第１のテクスチャを導出し且つそれと第１のテクスチャとを比較する処理を繰り返
すことにより、水域のエッジの反射をシミュレーションするために本発明の本実施形態の
手法を使用することも可能である。
【０１２８】
　本発明の実施形態において、表示画像の品質を向上するために、多くの他の技術が更に
使用されるのが好ましい。
【０１２９】
　例えば好適な一実施形態において、本発明の実施形態においてテクスチャ等が実際に投
影される後方の「仮想」平面の位置（例えば、オフセット）は、例えばフレーム毎に２つ
（又は３つ以上）の位置の間で変動するように、使用時に（画像が表示されている時に）
変更されることが可能であり且つ好ましい。これは、例えば水域のレンダリング時に潮流
又は波の効果を与えるために使用可能である。
【０１３０】
　特に好適な構成において、本発明の実施形態においてテクスチャ等が実際に投影される
後方の「仮想」平面の位置（例えば、オフセット）は、観察距離の関数として好ましくは
自動的に選択され、好ましくは自動的に減少されることが可能であり且つ好ましい（直線
として測定される観察距離は、ユーザの視点（すなわち、ユーザの目）から地図の平面が
存在する空間内の（仮想）点までの距離である）。これは、表示画像の向上を更に助長す
る。
【０１３１】
　好適な一実施形態において、画素シェーディング演算を使用できる場合、表示されてい
る画像を向上し、好ましくは地図の特定の画像領域に効果を適用するために、それを使用
する。例えば画素シェーディング演算は、更にリアルな水域効果を作成するために、水域
特徴のレンダリング時に日光及び／又は波の反射をシミュレーションするために使用され
てもよい。
【０１３２】
　上記から明らかなように、本発明は、建物の屋根、水域特徴及びトンネル等の地上又は
地下に現れる（「地表」に現われる）特徴を表示するのに特に適しているが、他の特徴を
レンダリングするために同様に使用されてもよく、特に、奥行き（例えば、雲の層等）を
有するように見える必要のあるあらゆる平面をレンダリングするために使用されてもよい
。
【０１３３】
　地図表示の場合の本例は、例えば都市部を表示する際の建物の外面である。本発明は、
例えばそのような表示に対して従来使用されているテクスチャの一般的な使用と比較して
、建物の外面を更にリアルに表示するために使用可能である。更に、建物の外面のレンダ
リングは（特に、オフィスビルの場合）通常は反復的なテクスチャを使用するため、この
場合、本発明は、定義されたテクスチャを単一の窓に対して使用し且つ建物の外面にわた
りそれらのテクスチャを繰り返すことにより実現されることが可能であり且つ好ましい。
これにより、その使用が非常に効率的になる。
【０１３４】
　本発明の技術は、建物の屋根をシミュレートするために同様に使用されてもよく、使用
されるのが好ましい。
【０１３５】
　いずれかの態様及び実施形態における本発明の原理は、あらゆる形態のマッピング又は
ナビゲーション装置、並びにあらゆる所望の適切な形態の地図情報の表示に適用可能であ
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る。好適な実施形態において、装置はナビゲーション装置である。１つの特に有用な分野
は、ポータブルナビゲーション装置（ＰＮＤ）に関する。従って、実施形態において、マ
ッピング又はナビゲーション装置はポータブルナビゲーション装置（ＰＮＤ）である。更
なる態様によると、本発明は、説明した本発明のいずれかの態様又は実施形態に係る装置
を備えるポータブルナビゲーション装置（ＰＮＤ）を提供する。従って、本発明の実施形
態において、方法は、ポータブルナビゲーション装置のマッピング又はナビゲーションシ
ステムを動作する方法である。ＰＮＤは、ユーザが装置及び／又はデバイスと対話し且つ
／又はそれらを制御できるようにするように構成された入力インタフェース等であり且つ
そのような入力インタフェースであるのが好ましいＰＮＤに一般的な１つ以上の他の特徴
を含んでもよく且つ含むのが好ましい。
【０１３６】
　本発明は、一体型ナビゲーションシステムの一部として提供されるナビゲーション装置
に更に適用可能である。例えば装置は、一体型車載ナビゲーションシステムの一部を形成
してもよい。本発明の別の態様によると、本発明は、説明した本発明のいずれかの態様又
は実施形態に係るナビゲーション装置を備えるナビゲーションシステムを提供する。従っ
て、本発明の実施形態において、方法は、ナビゲーションシステムのナビゲーション装置
を動作する方法である。ナビゲーションシステムは、一体型車載ナビゲーションシステム
であってもよい。
【０１３７】
　実現例に関係なく、本発明のナビゲーション装置は、プロセッサ、メモリ及び前記メモ
リに格納されたデジタル地図データを備えてもよい。プロセッサ及びメモリは協働して、
ソフトウェアオペレーティングシステムが確立される実行環境を提供する。装置の機能性
を制御可能にするため及び種々の他の機能を提供するために１つ以上の追加のソフトウェ
アプログラムが提供されてもよい。本発明のナビゲーション装置は、ＧＰＳ（全地球測位
システム）信号受信／処理機能性を含むのが好ましい。装置は、情報がユーザに中継され
るようにする１つ以上の出力インタフェースを備えてもよい。出力インタフェースは、可
聴出力用スピーカ及び表示装置を含んでもよい。装置は、装置のオン／オフ動作又は他の
特徴を制御するための１つ以上の物理ボタンを含む入力インタフェースを備えてもよい。
【０１３８】
　他の実施形態において、マッピング又はナビゲーション装置は、特定のマッピング又は
ナビゲーション装置の一部を形成しない処理装置のアプリケーションにより実現されても
よい。例えば本発明は、マッピング又はナビゲーションソフトウェアを実行するように構
成された適切なコンピュータシステムを使用して実現されてもよい。システムは、例えば
移動電話又はラップトップである移動又はポータブルコンピュータシステムであってもよ
く、あるいはデスクトップシステムであってもよい。
【０１３９】
　実際、本発明は、要望に応じて、デスクトップシステム等のハイエンドシステムにおい
て同様に有利に使用されてもよい。例えばハイエンドシステムにおいて、高性能グラフィ
ックスアクセラレータは高度な頂点モデルを使用して建物の外面を詳細にレンダリングで
きるが、例えば高精細及び高精度である重要性が低い観察者から遠い画像領域に対して本
発明の技術を使用し、近い画像領域に対して「フル」３Ｄで高精細の高度な頂点モデルを
依然として使用することにより、相対的効率と所望の画像品質との間のトレードオフが可
能になる。
【０１４０】
　地図情報レンダリング及び特にタイルベースの地図情報レンダリングを特に参照して本
発明を上述したが、本発明の技術は、要望に応じて、地図情報をレンダリングする他の技
術に適用されてもよく、実際は、他の画像のレンダリングに適用されてもよい。
【０１４１】
　例えば本発明の技術は、ベクトルグラフィックス又は三角形メッシュ等を使用して地図
をレンダリングする際に向上された地図情報の表示を提供するために同様に使用可能であ
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る。この場合、本発明の技術は、例えば上述の方法で画像を地図情報の３Ｄ世界の表現に
おける「レイヤ」として表し且つ適切な画像領域及び境界領域を有するテクスチャを画像
のレイヤに適用することにより実現される。（従って、実際は、レイヤは上述のタイルに
対応する。）
　同様に、本技術は、地図情報以外の画像をレンダリングする場合に使用されてもよい。
例えば上述のように、本発明は建物を表示する場合に有利に使用されてもよい。これは単
に地図情報の場合である必要はなく、例えばゲーム又は他の用途である他の場合の建物の
表示に使用されてもよい。
【０１４２】
　従って、本発明の更なる態様によると、
　画像を表示する方法であって、
　画像を表示するために、表示される画像を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミテ
ィブにテクスチャを適用するために、画像に対して表示される１つ以上の特徴を含む第１
のグラフィックステクスチャと第２のグラフィックステクスチャとを組み合わせて使用す
ることと、
　画像を表示するために、適用されたテクスチャを有する画像を表す１つ又は複数のグラ
フィックスプリミティブを表示することとを備え、
　第２のテクスチャ及び組み合わせ動作は、第１のテクスチャと第２のテクスチャとを組
み合わせて使用することにより表示されている少なくとも１つの画像の特徴が当該特徴の
境界を表す境界領域により縁取られるように構成される方法が提供される。
【０１４３】
　本発明の更なる態様によると、画像を表示する装置であって、
　画像を表示するために、表示される画像を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミテ
ィブにテクスチャを適用するために、画像に対して表示される１つ以上の特徴を含む第１
のグラフィックステクスチャと第２のグラフィックステクスチャとを組み合わせて使用す
る手段と、
　画像を表示するために、適用されたテクスチャを有する画像を表す１つ又は複数のグラ
フィックスプリミティブを表示する手段とを備え、
　第２のテクスチャ及び組み合わせ動作は、第１のテクスチャと第２のテクスチャとを組
み合わせて使用することにより、表示されている少なくとも１つの画像の特徴が当該特徴
の境界を表す境界領域により縁取られるように構成される装置が提供される。
【０１４４】
　本発明の更なる態様によると、画像を表示する方法であって、
　表示される画像を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに画像に対して表示
される１つ以上の特徴を含む第１のテクスチャを適用することと、
　画像を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに適用された第１のテクスチャ
と画像を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに適用される第２のテクスチャ
とを組み合わせることと、
　画像を表示するためにプリミティブを表示するために、適用されて組み合わされた第１
のテクスチャ及び第２のテクスチャを有する画像を表す１つ又は複数のグラフィックスプ
リミティブを表示することとを備え、
　第２のテクスチャ及び組み合わせ動作は、組み合わされたテクスチャにより、表示され
ている少なくとも１つの画像の特徴が当該特徴の境界を表す境界領域により縁取られるよ
うに構成される方法が提供される。
【０１４５】
　本発明の更なる態様によると、画像を表示する装置であって、
　表示される画像を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに画像に対して表示
される１つ以上の特徴を含む第１のテクスチャを適用する手段と、
　画像を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに適用された第１のテクスチャ
と画像を表す１つ又は複数のグラフィックスプリミティブに適用される第２のテクスチャ
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とを組み合わせる手段と、
　画像を表示するためにプリミティブを表示するために、適用されて組み合わされた第１
のテクスチャ及び第２のテクスチャを有する地図を表す１つ又は複数のグラフィックスプ
リミティブを表示する手段とを備え、
　第２のテクスチャ及び組み合わせ動作は、組み合わされたテクスチャにより、表示され
ている少なくとも１つの画像の特徴が当該特徴の境界を表す境界領域により縁取られるよ
うに構成される装置が提供される。
【０１４６】
　本発明の更なる態様によると、画像を表示する方法であって、
　画像を表示するためにプリミティブに適用され且つ画像に対して表示される１つ以上の
画像の特徴を含むテクスチャの画素に対する値とテクスチャの変位バージョンの当該画素
に対する値との比較に基づいて、画像を表すプリミティブの当該画素に対して表示される
出力色を決定することを備える方法が提供される。
【０１４７】
　本発明の更なる態様によると、画像を表示する装置であって、
　画像を表示するためにプリミティブに適用され且つ画像に対して表示される１つ以上の
画像の特徴を含むテクスチャの画素に対する値とテクスチャの変位バージョンの当該画素
に対する値との比較に基づいて、画像を表すプリミティブの当該画素に対して表示される
出力色を決定する手段を備える装置が提供される。
【０１４８】
　当業者には明らかなように、本発明の上記の態様及び実施形態は、本明細書において説
明する本発明の好適なオプションの特徴のうちのいずれか１つ以上を適宜含むことができ
、含むのが好ましい。従って、例えば表示される画像は、地図情報を表すのが好ましい。
【０１４９】
　本発明に係る方法は、例えばコンピュータプログラムであるソフトウェアを少なくとも
部分的に使用して実現されても良い。従って、本発明は、本発明のいずれかの態様又は実
施形態に係る方法を実行するために実行可能なコンピュータ可読命令を含むコンピュータ
プログラムに更に適用される。
【０１５０】
　従って、本発明は、データ処理手段を備えるシステム又は装置を動作するために使用さ
れる場合に前記データ処理手段と関連して前記装置又はシステムに本発明の方法のステッ
プを実行させるソフトウェアを含むコンピュータソフトウェア記憶媒体に適用される。そ
のようなコンピュータソフトウェア記憶媒体は、ＲＯＭチップ、ＣＤ　ＲＯＭ又はディス
ク等の非一時的な物理記憶媒体であってもよく、あるいは回線を介する電子信号、光信号
又は衛星等に対する無線信号等の信号であってもよい。
【０１５１】
　明示的に記載されない場合、いずれかの態様における本発明は、互いに矛盾しない範囲
で、本発明の他の態様又は実施形態に対して説明される特徴のいずれか又は全てを含んで
もよいことが明らかだろう。特に、方法及び装置により実行される動作の種々の実施形態
を説明したが、それらの動作のいずれか１つ以上又は全ては、要望に応じて適宜組み合わ
されて方法及び装置により実行されてもよいことが明らかだろう。
【０１５２】
　上記の実施形態の利点は以下に記載され、上記の各実施形態の更なる詳細及び特徴は添
付の従属請求項及び以下の詳細な説明中で定義される。
【図面の簡単な説明】
【０１５３】
【図１】図１は、全地球測位システム（ＧＰＳ）を概略的に示す図である。
【図２】図２は、ナビゲーション装置を提供するように構成された電子構成要素を概略的
に示す図である。
【図３】図３は、ナビゲーション装置が無線通信チャネルを介して情報を受信する方法を
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概略的に示す図である。
【図４Ａ】図４Ａは、ナビゲーション装置を例示的に示す斜視図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、ナビゲーション装置を例示的に示す斜視図である。
【図５ａ】図５ａは、本発明のレンダリング技術を概略的に示す図である。
【図５ｂ】図５ｂは、本発明のレンダリング技術を概略的に示す図である。
【図６ａ】図６ａは、本発明のレンダリング技術を実現する第１の好適な実施形態を示す
図である。
【図６ｂ】図６ｂは、本発明のレンダリング技術を実現する第１の好適な実施形態を示す
図である。
【図６ｂ】図６ｃは、本発明のレンダリング技術を実現する第１の好適な実施形態を示す
図である。
【図７】図７は、本発明のレンダリング技術を実現する第１の好適な実施形態を示す図で
ある。
【図８】図８は、本発明のレンダリング技術を実現する第１の好適な実施形態を示す図で
ある。
【図９ａ】図９ａは、本発明のレンダリング技術を実現する第２の好適な実施形態を示す
図である。
【図９ｂ】図９ｂは、本発明のレンダリング技術を実現する第２の好適な実施形態を示す
図である。
【図９ｃ】図９ｃは、本発明のレンダリング技術を実現する第２の好適な実施形態を示す
図である。
【図１０】図１０は、本発明のレンダリング技術を実現する第２の好適な実施形態を示す
図である。
【図１１】図１１は、本発明のレンダリング技術を実現する第２の好適な実施形態を示す
図である。
【図１２】図１２は、本発明のレンダリング技術を実現する第２の好適な実施形態を示す
図である。
【図１３】図１３は、本発明のレンダリング技術を実現する第２の好適な実施形態を示す
図である。
【図１４】図１４は、本発明のレンダリング技術を実現する第３の好適な実施形態を示す
図である。
【図１５】図１５は、本発明のレンダリング技術を実現する第３の好適な実施形態を示す
図である。
【図１６】図１６は、本発明のレンダリング技術を実現する第３の好適な実施形態を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【０１５４】
　添付の図面を参照して、本発明の教示の種々の態様及びそれらの教示を実現する構成を
例により以下に説明する。
【０１５５】
　図中、同様の参照番号は同様の特徴に対して使用される。
【０１５６】
　特にＰＮＤを参照して、本発明の好適な実施形態を以下に説明する。尚、本発明の教示
はＰＮＤに限定されず、地図情報を表示するように（且つ好ましくは経路計画／ナビゲー
ション機能性を提供するためにナビゲーションソフトウェアを実行するように）構成され
るあらゆる種類の処理装置にも例外なく適用可能である。従って、本出願において、ナビ
ゲーション装置は、ＰＮＤ、車両に内蔵されたナビゲーション装置、あるいは実際は経路
計画／ナビゲーションソフトウェアを実行する演算リソース（デスクトップ又はポータブ
ルパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、移動電話、あるいはポータブルデジタルアシスタン
ト（ＰＤＡ）等）として実現されるかに関わらず、あらゆる種類の経路計画／ナビゲーシ
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ョン装置も含む（それらに限定されない）ことを意図する。
【０１５７】
　また、ユーザが１つの地点から別の地点にナビゲートする方法に関する命令を求めてい
るのではなく所定の場所のビューを単に提供されたい状況においても本発明の教示が有用
であることは以下の説明から明らかとなるだろう。そのような状況において、ユーザによ
り選択された「目的地」の場所は、ユーザがナビゲーションを開始したい対応する出発地
を有する必要がない。そのため、本明細書において「目的地」の場所又は実際は「目的地
」ビューを参照することは、経路の生成が必須であること、「目的地」への移動が必ず行
われること、あるいは実際は目的地の存在が対応する出発地の指定を必要とすることを意
味すると解釈されるべきではない。
【０１５８】
　上記の条件を考慮して、図１は、ナビゲーション装置により使用可能な全地球測位シス
テム（ＧＰＳ）の一例を示す。そのようなシステムは既知であり、種々の目的で使用され
る。一般に、ＧＰＳは、連続した位置、速度、時間及びいくつかの例においては無数のユ
ーザに対する方向情報を決定できる衛星無線を使用したナビゲーションシステムである。
以前はＮＡＶＳＴＡＲとして知られていたＧＰＳは、極めて正確な軌道で地球を周回する
複数の衛星を含む。これらの正確な軌道に基づいて、ＧＰＳ衛星は自身の場所をあらゆる
受信ユニットに中継できる。
【０１５９】
　特にＧＰＳデータを受信できる装置がＧＰＳ衛星信号に対する無線周波数の走査を開始
する場合にＧＰＳシステムは実施される。ＧＰＳ衛星から無線信号を受信すると、装置は
、複数の異なる従来の方法のうちの１つを用いて、その衛星の正確な場所を決定する。殆
どの例において、装置は、少なくとも３つの異なる衛星信号を取得するまで信号の走査を
継続する（尚、位置は、通常は２つの信号のみでは決定されないが、他の三角測量技術を
使用して２つの信号のみから決定することもできる）。幾何学的三角測量を実施すると、
受信機は、３つの既知の位置を利用して衛星に対する自身の２次元位置を決定する。これ
は既知の方法で行われる。更に、第４の衛星信号を取得することにより、受信装置は、同
一の幾何学計算により既知の方法でその３次元位置を計算できる。位置及び速度データは
、無数のユーザにより連続的にリアルタイムで更新可能である。
【０１６０】
　図１に示すように、ＧＰＳシステム全体を図中符号１００で示す。複数の衛星１２０は
、地球１２４の周囲の軌道上にある。各衛星１２０の軌道は、他の衛星１２０の軌道と必
ずしも同期せず、実際には非同期である可能性が高い。ＧＰＳ受信機１４０は、種々の衛
星１２０からスペクトル拡散ＧＰＳ衛星信号１６０を受信するものとして示される。
【０１６１】
　各衛星１２０から継続的に送信されたスペクトル拡散信号１６０は、極めて正確な原子
時計を用いて達成された非常に正確な周波数標準を利用する。各衛星１２０は、そのデー
タ信号送信１６０の一部として、その特定の衛星１２０を示すデータストリームを送信す
る。一般に、ＧＰＳ受信装置１４０は、ＧＰＳ受信装置１４０に対する少なくとも３つの
衛星１２０からスペクトル拡散ＧＰＳ衛星信号１６０を取得し、三角測量によりその２次
元位置を計算することが当業者には理解される。追加の信号を取得した結果、全部で４つ
の衛星１２０から信号１６０を取得することになり、それによりＧＰＳ受信装置１４０は
、その３次元位置を既知の方法で計算できる。
【０１６２】
　図２は、本発明の好適な一実施形態に係るナビゲーション装置２００の電子構成要素を
ブロック構成要素の形式で例示的に示す図である。尚、ナビゲーション装置２００のブロ
ック図は、ナビゲーション装置の全ての構成要素を含むものではなく、構成要素の多くの
例を表すにすぎない。
【０１６３】
　ナビゲーション装置２００は、筐体（不図示）内に配置される。筐体は、入力装置２２
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０及び表示画面２４０に接続されるプロセッサ２１０を含む。入力装置２２０は、キーボ
ード装置、音声入力装置、タッチパネル及び／又は情報を入力するために利用される他の
何らかの既知の入力装置を含むことができ、表示画面２４０は、例えばＬＣＤディスプレ
イ等の何らかの種類の表示画面を含むことができる。特に好適な構成において、入力装置
２２０及び表示画面２４０はタッチパッド又はタッチスクリーン入力を含む一体型入力表
示装置に一体化され、それによりユーザは、複数の表示選択肢のうちの１つを選択するか
又は複数の仮想ボタンのうちの１つを操作するために表示画面２４０の一部分に触れるだ
けでよい。
【０１６４】
　ナビゲーション装置は、例えば可聴出力装置（例えば、スピーカ）である出力装置２６
０を含んでもよい。出力装置２６０がナビゲーション装置２００のユーザに対する可聴情
報を生成できるため、同様に、入力装置２４０は入力音声コマンドを受信するマイク及び
ソフトウェアも含むことができると理解されるべきである。
【０１６５】
　ナビゲーション装置２００において、プロセッサ２１０は、接続２２５を介して入力装
置２２０に動作可能に接続され且つ入力装置２２０から入力情報を受信するように設定さ
れる。また、プロセッサ２１０は、情報を出力するために、出力接続２４５を介して表示
画面２４０及び出力装置２６０の少なくとも一方に動作可能に接続される。更に、プロセ
ッサ２１０は、接続２３５を介してメモリリソース２３０に動作可能に結合され、接続２
７５を介して入出力（Ｉ／Ｏ）ポート２７０との間で情報を送受信するように更に構成さ
れる。この場合、Ｉ／Ｏポート２７０は、ナビゲーション装置２００の外部のＩ／Ｏ装置
２８０に接続可能である。メモリリソース２３０は、例えばランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）等の揮発性メモリ及び例えばフラッシュメモリ等のデジタルメモリである不揮発性
メモリを含む。外部Ｉ／Ｏ装置２８０は、例えばイヤホン等の外部リスニングデバイスを
含んでもよいが、これに限定されない。更に、Ｉ／Ｏ装置２８０への接続は、例えばイヤ
ホン又はヘッドホンへの接続のため及び／又は移動電話への接続のためにハンズフリー動
作及び／又は音声起動動作を行うカーステレオユニット等の他の何らかの外部装置への有
線接続又は無線接続であってもよい。この場合、移動電話接続は、ナビゲーション装置２
００とインターネット又は例えば他の何らかのネットワークとの間のデータ接続を確立す
るため、並びに／あるいはインターネット又は例えば他の何らかのネットワークを介する
サーバへの接続を確立するために使用されてもよい。
【０１６６】
　図２は、接続２５５を介するプロセッサ２１０とアンテナ／受信機２５０との間の動作
可能な接続を更に示す。この場合、アンテナ／受信機２５０は、例えばＧＰＳアンテナ／
受信機である。図中符号２５０で示されるアンテナ及び受信機は図示のために概略的に組
み合わされるが、アンテナ及び受信機は別個に配置された構成要素であってもよく、アン
テナは例えばＧＰＳパッチアンテナ又はヘリカルアンテナであってもよいことが理解され
るだろう。
【０１６７】
　更に、図２に示す電子構成要素は従来の方法で電源（不図示）により電力を供給される
ことが当業者には理解されるだろう。当業者により理解されるように、図２に示す構成要
素の異なる構成は本出願の範囲に含まれると考えられる。例えば図２に示す構成要素は、
有線接続及び／又は無線接続等を介して互いに通信していてもよい。従って、本出願のナ
ビゲーション装置２００の範囲は、ポータブル又はハンドヘルドナビゲーション装置２０
０を含む。
【０１６８】
　更に、図２のポータブル又はハンドヘルドナビゲーション装置２００は、例えば自転車
、オートバイ、自動車又は船舶等の乗り物に既知の方法で接続されるか又は「ドッキング
」される。その場合、そのようなナビゲーション装置２００は、ポータブル又はハンドヘ
ルドナビゲーションとして使用するためにドッキング場所から取外し可能である。
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【０１６９】
　次に図３を参照すると、ナビゲーション装置２００は、デジタル接続（例えば既知のＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）技術を介するデジタル接続等）を確立する移動装置（不図
示）（移動電話、ＰＤＡ及び／又は移動電話技術を用いる何らかの装置等）を介して、サ
ーバ３０２との「モバイル」ネットワーク接続又は電気通信ネットワーク接続を確立して
もよい。その後、そのネットワークサービスプロバイダを介して、移動装置は、サーバ３
０２とのネットワーク接続（例えば、インターネットを介する）を確立できる。そのため
、「モバイル」ネットワーク接続は、情報に対する「リアルタイム」又は少なくとも「最
新」のゲートウェイを提供するために、ナビゲーション装置２００（単体で及び／又は車
両に搭載されて走行するため移動装置であってもよく、多くの場合は移動装置である）と
サーバ３０２との間に確立される。
【０１７０】
　例えばインターネット（ワールドワイドウェブ等）を使用した移動装置（サービスプロ
バイダを介する）とサーバ３０２等の別の装置との間のネットワーク接続の確立は、既知
の方法で行われる。これは、例えばＴＣＰ／ＩＰ階層プロトコルの使用を含む。移動装置
は、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ（登録商標）、ＷＡＮ等のあらゆる通信規格も利用できる。
【０１７１】
　そのため、例えば移動電話又はナビゲーション装置２００内の移動電話技術を介するデ
ータ接続を介して達成されるインターネット接続が利用されてもよい。この接続の場合、
サーバ３０２とナビゲーション装置２００との間のインターネット接続が確立される。こ
れは、例えば移動電話又は他の移動装置及びＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス）接続
（ＧＰＲＳ接続は通信会社により提供される移動装置用高速データ接続であり、ＧＰＲＳ
はインターネットへの接続方法である）を介して行われる。
【０１７２】
　更に、ナビゲーション装置２００は、移動装置とのデータ接続を完了し、例えば既存の
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）技術を介して既知の方法でインターネット及びサーバ３
０２とのデータ接続を最終的に完了する。この場合、データプロトコルは、例えばＧＳＭ
（登録商標）規格に対するデータプロトコル規格であるＧＰＲＳ等のあらゆる規格も利用
できる。
【０１７３】
　ナビゲーション装置２００は、ナビゲーション装置２００自体の内部にそれ自体の移動
電話技術を含んでもよい（例えばアンテナを含むか、あるいはオプションとしてナビゲー
ション装置２００の内部アンテナを使用する）。ナビゲーション装置２００内の移動電話
技術は、上述のような内部構成要素を含むことができ且つ／あるいは例えば必要な移動電
話技術及び／又はアンテナを備える挿入可能なカード（例えば、加入者識別モジュール、
すなわちＳＩＭカード）を含むことができる。そのため、ナビゲーション装置２００内の
移動電話技術は、何らかの移動装置と同様の方法で、例えばインターネットを介してナビ
ゲーション装置２００とサーバ３０２との間にネットワーク接続を同様に確立できる。
【０１７４】
　ＧＰＲＳ電話設定の場合、多様な移動電話の機種、製造業者等と共に正しく動作するた
めに、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）対応のナビゲーション装置が使用されてもよく、
機種／製造業者専用設定は、例えばナビゲーション装置２００に格納されてもよい。この
情報のために格納されたデータは更新可能である。
【０１７５】
　図３において、ナビゲーション装置２００は、多くの異なる構成のいずれかにより実現
可能な汎用通信チャネル３１８を介してサーバ３０２と通信しているものとして示される
。通信チャネル３１８を介する接続がサーバ３０２とナビゲーション装置２００との間に
確立される場合、サーバ３０２及びナビゲーション装置２００は通信できる（尚、そのよ
うな接続は、移動装置を介するデータ接続、インターネットを介するパーソナルコンピュ
ータを介する直接接続等である）。
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【０１７６】
　サーバ３０２は、不図示の他の構成要素に加えて、メモリ３０６に動作可能に接続され
且つ有線又は無線接続３１４を介して大容量データ記憶装置３１２に動作可能に更に接続
されるプロセッサ３０４を含む。プロセッサ３０４は、通信チャネル３１８を介してナビ
ゲーション装置２００との間で情報を送信及び送出するために、送信機３０８及び受信機
３１０に動作可能に更に接続される。送受信される信号は、データ信号、通信信号及び／
又は他の伝搬信号を含む。送信機３０８及び受信機３１０は、ナビゲーションシステム２
００の通信設計において使用される通信条件及び通信技術に従って選択又は設計されても
よい。尚、送信機３０８及び受信機３１０の機能は信号送受信機に組み合わされてもよい
。
【０１７７】
　サーバ３０２は、大容量記憶装置３１２に更に接続される（又は大容量記憶装置３１２
を含む）。尚、大容量記憶装置３１２は、通信リンク３１４を介してサーバ３０２に結合
されてもよい。大容量記憶装置３１２は、大量のナビゲーションデータ及び地図情報を含
む。また、大容量記憶装置３１２はサーバ３０２とは別個の装置であってもよく、あるい
はサーバ３０２に組み込まれてもよい。
【０１７８】
　ナビゲーション装置２００は、通信チャネル３１８を介してサーバ３０２と通信するよ
うに構成され、図２に関して上述したように、プロセッサ、メモリ等を含み、通信チャネ
ル３１８を介して信号及び／又はデータを送出する送信機３２０及び受信する受信機３２
２を更に含む。尚、これらの装置はサーバ３０２以外の装置と通信するために更に使用可
能である。更に、送信機３２０及び受信機３２２はナビゲーション装置２００の通信設計
において使用される通信条件及び通信技術に従って選択又は設計され、送信機３２０及び
受信機３２２の機能は単一の送受信機に組み合わされてもよい。
【０１７９】
　サーバメモリ３０６に格納されたソフトウェアは、プロセッサ３０４に命令を提供し、
サーバ３０２がナビゲーション装置２００にサービスを提供できるようにする。サーバ３
０２により提供される１つのサービスは、ナビゲーション装置２００からの要求の処理及
び大容量データ記憶装置３１２からナビゲーション装置２００へのナビゲーションデータ
の送信を含む。サーバ３０２により提供される別のサービスは、所望のアプリケーション
に対する種々のアルゴリズムを使用したナビゲーションデータの処理及びナビゲーション
装置２００へのこれらの計算の結果の送出を含む。
【０１８０】
　一般に、通信チャネル３１８は、ナビゲーション装置２００とサーバ３０２とを接続す
る伝搬媒体又はパスを表す。サーバ３０２及びナビゲーション装置２００の双方は、通信
チャネルを介してデータを送信する送信機及び通信チャネルを介して送信されたデータを
受信する受信機を含む。
【０１８１】
　通信チャネル３１８は特定の通信技術に限定されない。更に、通信チャネル３１８は単
一の通信技術に限定されない。すなわち、チャネル３１８は、種々の技術を使用する複数
の通信リンクを含んでもよい。例えば通信チャネル３１８は、電気通信、光通信及び／又
は電磁通信等のためのパスを提供するように構成可能である。そのため、通信チャネル３
１８は、電気回路、ワイヤ及び同軸ケーブル等の電気導体、光ファイバケーブル、変換器
、無線周波数（ＲＦ）波、大気、空間等のうちの１つ又はそれらの組み合わせを含むが、
それらに限定されない。更に、通信チャネル３１８は、例えばルータ、中継器、バッファ
、送信機及び受信機等の中間装置を含むことができる。
【０１８２】
　１つの例示的な構成において、通信チャネル３１８は電話及びコンピュータネットワー
クを含む。更に、通信チャネル３１８は、無線周波数、マイクロ波周波数、赤外線通信等
の無線通信に対応できてもよい。更に、通信チャネル３１８は衛星通信に対応できる。
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【０１８３】
　通信チャネル３１８を介して送信される通信信号は、所定の通信技術に必要とされるか
又は要求される信号を含むが、それらに限定されない。例えば信号は、時分割多元接続（
ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、グロー
バル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ（登録商標））等の
セルラ通信技術において使用されるように構成されてもよい。デジタル信号及びアナログ
信号の双方が通信チャネル３１８を介して送信可能である。これらの信号は、通信技術に
とって望ましい変調信号、暗号化信号及び／又は圧縮信号であってもよい。
【０１８４】
　サーバ３０２は、無線チャネルを介してナビゲーション装置２００によりアクセス可能
なリモートサーバを含む。サーバ３０２は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワ
イドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）等に配置
されるネットワークサーバを含んでもよい。
【０１８５】
　サーバ３０２はデスクトップ又はラップトップコンピュータ等のパーソナルコンピュー
タを含んでもよく、通信チャネル３１８はパーソナルコンピュータとナビゲーション装置
２００との間に接続されたケーブルであってもよい。あるいは、パーソナルコンピュータ
がナビゲーション装置２００とサーバ３０２との間に接続されて、サーバ３０２とナビゲ
ーション装置２００との間にインターネット接続を確立してもよい。あるいは、インター
ネットを介してサーバ３０２にナビゲーション装置２００を接続するために、移動電話又
は他のハンドヘルド装置がインターネットへの無線接続を確立してもよい。
【０１８６】
　ナビゲーション装置２００は、情報ダウンロードを介してサーバ３０２から情報を提供
されてもよい。情報は、自動的に又はユーザがサーバ３０２にナビゲーション装置２００
を接続する際に定期的に更新されてもよく、並びに／あるいは例えば無線移動接続装置及
びＴＣＰ／ＩＰ接続を介してサーバ３０２とナビゲーション装置２００との間により継続
して又は頻繁に接続が確立される際により動的に更新されてもよい。多くの動的計算のた
め、サーバ３０２内のプロセッサ３０４が大量の処理要求を処理するために使用されても
よい。しかし、ナビゲーション装置２００のプロセッサ２１０も同様に、多くの場合はサ
ーバ３０２への接続に関係なく、多くの処理及び計算を処理できる。
【０１８７】
　図２において上述したように、ナビゲーション装置２００は、プロセッサ２１０、入力
装置２２０及び表示画面２４０を含む。入力装置２２０及び表示画面２４０は、例えば情
報の入力（直接入力、メニュー選択等を介する）及びタッチパネル画面を介する情報の表
示の双方を可能にするために一体型入力表示装置に一体化される。当業者には既知である
ように、そのような画面は例えば接触入力ＬＣＤ画面である。更にナビゲーション装置２
００は、例えば音声入力／出力装置等の何らかの追加の入力装置２２０及び／又は何らか
の追加の出力装置２４１も含むことができる。
【０１８８】
　図４Ａ及び図４Ｂは、ナビゲーション装置２００を示す斜視図である。図４Ａに示すよ
うに、ナビゲーション装置２００は、一体型入力表示装置２９０（例えば、タッチパネル
画面）及び図２の他の構成要素（内部ＧＰＳ受信機２５０、マイクロプロセッサ２１０、
電源、メモリシステム２３０等を含むが、それらに限定されない）を含むユニットであっ
てもよい。
【０１８９】
　ナビゲーション装置２００はアーム２９２上に位置してもよく、アーム２９２自体は吸
着カップ２９４を使用して車両のダッシュボード／窓等に固定されてもよい。このアーム
２９２は、ナビゲーション装置２００がドッキング可能なドッキングステーションの一例
である。
【０１９０】
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　図４Ｂに示すように、ナビゲーション装置２００は、例えばアーム２９２にナビゲーシ
ョン装置２９２を嵌合接続することにより、ドッキングステーションのアーム２９２にド
ッキングされるか又は接続される。この場合、ナビゲーション装置２００は、図４Ｂの矢
印で示すようにアーム２９２上で回動可能であってもよい。ナビゲーション装置２００と
ドッキングステーションとの間の接続を解除するには、例えばナビゲーション装置２００
上のボタンが押下される。ナビゲーション装置とドッキングステーションとを接続及び分
離する他の同様に適切な構成は当業者には既知である。
【０１９１】
　上述のように、本実施形態のナビゲーション装置２００の動作の重要な側面は、表示画
面２４０上でユーザに対して地図情報を表示することである。地図情報は、例えばユーザ
の入力に応答して、プロセッサ２１０の制御下で表示される。これを容易にするために、
プロセッサ２１０は、プロセッサ２１０により生成された適切なグラフィックスコマンド
及びデータに応答して所望の画像を表示するためにレンダリングするグラフィックスプロ
セッサを含む。
【０１９２】
　多くのナビゲーション装置と同様に、本実施形態のナビゲーション装置２００は、表示
画面２４０上でユーザに対して地図情報を表示するために、タイルベースの道路網レンダ
リングを使用する。従って、プロセッサ２１０のグラフィックスプロセッサは、地図情報
を３Ｄ空間におけるタイルとして描くことにより、表示される地図情報をレンダリングす
る。その後、タイルは、画像が実際に表示される際に２Ｄ画面空間に投影される。
【０１９３】
　本実施形態は、特に、水域特徴等の基準面の上方及び／又は下方に存在する特徴の改善
された表示を提供できるそのようなタイルベースの道路網レンダリングの改善された方法
を提供する。
【０１９４】
　図５は、本実施形態の改良された技術を示す。図５ａは、地面（タイル１０の平面）と
同一平面にレンダリングされた水域特徴１１（本例では河川）を含む３Ｄ世界空間のタイ
ル１０を示す。これは、単調で非現実的に見える。図５ｂは、本発明に従ってレンダリン
グされた同一の画像を示す。図からわかるように、問題のタイルの表現が改善される。
【０１９５】
　図５ｂに示すように、本発明において、画像は、タイル１０内の水域特徴１１が境界色
２４により縁取られるようにレンダリングされる。従って、境界の色２４は、水域特徴１
１のエッジにおいて色の暗いエッジとして現れる。その効果は、画像の表示時に水域特徴
１１がタイル１０の平面の下方に存在するように見えることより、図５ｂに示すように、
例えば水域特徴１１がタイル１０と同一平面上にあるように見える図５ａに示す構成と比
較して表現が改善されることである。
【０１９６】
　図５ｂに示すレンダリング効果を達成するための３つの好適な実施形態を以下に説明す
る。
【０１９７】
　本発明の第１の好適な実施形態において、所望の視覚効果を達成するために、２つのテ
クスチャが同一平面においてレンダリングされ（同一の表面に関連付けられ）且つ組み合
わされる。第１のテクスチャは、例えば田畑及び道路等の地表の地図の特徴を示し、第２
のテクスチャ内の例えば水域である地図の特徴が現れるシースルー（透明）領域（形状）
を有する。この第１のテクスチャは、異なるレベルに（例えば、本例では低いレベルに）
示され且つ色の暗い境界領域により縁取られる水域等の地図の特徴を有する第２のテクス
チャと組み合わされる。以下に更に説明するように、第２のテクスチャのパースペクティ
ブ補正変位後、テクスチャは、第１のテクスチャの透明度に従って、アルファブレンド等
の組み合わせ動作を使用して組み合わされる。
【０１９８】
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　図６はこれを示す。
【０１９９】
　図６ａは、地表の特徴６１と、水域特徴が現れる予定の透明領域６２（図示のために市
松模様で示す）とを有する第１のテクスチャ６０を示す。
【０２００】
　図６ｂは、色の暗い境界領域６５により縁取られた水域特徴６４を有する第２のテクス
チャ６３を示す。
【０２０１】
　図６ｃは、図６ａ及び図６ｂのテクスチャが本実施形態の方法で３Ｄの地図のタイル上
に組み合わされる場合に得られる画像６６を示す。図からわかるように、第２のテクスチ
ャ６３の水域特徴６４は第１のテクスチャ６０の透明領域６２内に見える。しかし、第２
のテクスチャ６３における境界領域も水域特徴６４に対する色の暗いエッジ６６として見
えるため、奥行きの印象が与えられる。
【０２０２】
　２つのテクスチャを使用してこれらのレンダリング効果を達成する技術を以下に説明す
る。
【０２０３】
　図７は、技術の基本原理を示す。
【０２０４】
　図７は、実際は第１の地図のタイル７１及び変位された第２の地図のタイル７２を見て
いる斜視図の横断面図を示す。各タイル７１及び７２は、平面に対して垂直な角度に沿っ
て変位されるグラフィックスプリミティブ（例えば、四角形又は三角形）により表される
。図は、第１のタイル７１を表すプリミティブの第１の頂点（頂点１）７４及び第２の頂
点（頂点２）７５を示す横断面図である。これらの頂点の間の線は、プリミティブの辺で
ある。
【０２０５】
　図７は、カメラの位置７３（投影の中心（ｃ．ｏ．ｐ））を更に示す。
【０２０６】
　この構成において、水域等の所望の高さが低い領域と一致する透明領域６２を含む第１
のテクスチャが上タイル７１（プリミティブ１）上にレンダリングされ且つ例えば青色の
水域領域６４及び黒色の境界領域６５を含む第２のテクスチャが下タイル７２（プリミテ
ィブ２）上にレンダリングされる場合、第２のテクスチャにおける青色の「水域」部分及
び境界部分の細い黒色のエッジ（図７において「ａ」及び「ｂ」で示す）が上タイル７１
（プリミティブ１）上の第１のテクスチャの透明領域６２を通して見える。その効果は、
黒色の境界領域ａ及びｂが水域の周辺の色の暗いエッジとして現れることにより、高差の
錯覚が与えられることである。
【０２０７】
　（実際は、第２のテクスチャは、第２のテクスチャ上の水域特徴及び対応する境界が第
１のテクスチャにおけるシースルー形状（透明領域）を通して見えるように、前方の第１
のテクスチャの後方に若干ずれて現れるようにレンダリングされており、そのため、水域
特徴が視覚的に訴えるように描かれる。）
　本実施形態は、単一のプリミティブ（タイル）（複数のプリミティブの単一のレイヤ）
に２つのテクスチャを適用することにより、このレンダリング効果を達成する。図８はこ
れを示し、プリミティブ１の同一平面に貼付された（すなわち、同一のプリミティブに適
用された）図７の第１のテクスチャ及び第２のテクスチャの双方を示す。しかし、第２の
テクスチャは、カメラの投影に従って、第２のテクスチャを図７に示す（プリミティブ２
の）後方タイルの平面からプリミティブ１の平面にマッピングするような効果を有する透
視投影に従って変換されており、すなわち、変位され且つ縮小されている。これにより、
図７の構成で取得されるのと同一の視覚結果が得られる。
【０２０８】
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　本実施形態において、プリミティブに適用するための変換された第２のテクスチャを導
出するために（すなわち、第２のテクスチャの視点依存パースペクティブ補正変位を取得
するために）、プリミティブの頂点に対して使用される第２のテクスチャのテクスチャ空
間における関連座標が導出される。これを行うために、後方のプリミティブ２に適用され
た場合に後方のプリミティブ２の平面においてプリミティブ１の投影された頂点に存在す
る第２のテクスチャのテクスチャ空間（ｓ，ｔ）における頂点座標が取得される。
【０２０９】
　後方のプリミティブ２の平面におけるプリミティブ１の投影された頂点に存在する第２
のテクスチャのテクスチャ空間（ｓ，ｔ）における頂点座標を取得するために、プリミテ
ィブ１の世界空間（ｘ，ｙ，ｚ）の頂点は、図７に示すように、プリミティブ２のテクス
チャ平面上に（パースペクティブ補正用に）投影される（すなわち、第２のテクスチャが
タイル（プリミティブ１）の後方に変位された図７に示すプリミティブ２に適用されてい
るように）。投影は、頂点７４、７５及び投影中心（ｃ．ｏ．ｐ）７３を通る線に沿う（
これを図７の一番上の破線及び一番下の破線で示す）。投影がプリミティブ２のテクスチ
ャ空間（ｓ，ｔ）と交差する位置により、第２のテクスチャの座標属性としてプリミティ
ブ１の頂点７４、７５に関連付けられる新規の（ｓ，ｔ）座標を決定する。その後、プリ
ミティブ２のテクスチャは、新たに取得された（ｓ，ｔ）テクスチャ空間の頂点座標（ｓ
１，ｔ１；ｓ２，ｔ２）を使用して、プリミティブ１の２次テクスチャになる。
【０２１０】
　（ｓ，ｔ）テクスチャ空間におけるプリミティブ１の頂点に関連付けられた新たに取得
された頂点を使用することにより、頂点においてだけでなく第２のテクスチャの内部表面
に沿って、縮小（変倍）を含む第２のテクスチャの（パースペクティブ補正）変位が取得
される。（プリミティブの表面属性（テクスチャ座標等）に沿うパースペクティブ補正補
間は、ＯｐｅｎＧＬ等の３Ｄグラフィックスレンダリングパイプラインにおいて一般に利
用可能な機能である。）
　その後、双方のテクスチャが適用された単一のプリミティブをレンダリングするために
、変位された第２のテクスチャは、プリミティブのレンダリング時に第２のテクスチャを
適用する際に使用される第２のテクスチャの座標対として、プリミティブ１の関連する頂
点に取得された（ｓ，ｔ）テクスチャの頂点座標（ｓ１，ｔ１；ｓ２，ｔ２）を割り当て
ることにより、プリミティブ１に適用される。
【０２１１】
　第２のテクスチャのパースペクティブ補正変位を取得するために、他の方法が更に使用
されてもよい。例えば法線ベクトルを使用して、これを行うことができる。この場合、プ
リミティブ１の各頂点に対して、法線ベクトルが計算され且つ単位長さに正規化される。
法線は、スカラーを用いて乗算することにより所望の長さに変倍される必要がある（この
長さは、プリミティブ１とプリミティブ２との間のオフセットに対応すると考えられる）
。その後、変倍された法線ベクトルはプリミティブ１の平面上に投影される（あるいは、
更に正確に言えば、プリミティブ１の平面と一致する第２のテクスチャのテクスチャ空間
上に投影される）。この場合、変倍された法線の投影の２つのデルタ成分ｓ及びｔは、（
ｓ，ｔ）テクスチャ空間の頂点の変位を示す。
【０２１２】
　第２のテクスチャの変位バージョンが決定されると、地図のタイルを表示するために、
２つのテクスチャを１つ（又は複数）のプリミティブ上で組み合わせる必要がある。本実
施形態において、これはアルファブレンド演算を使用してテクスチャを統合することによ
り行われる。従って、透明領域を含む（例えば、河川領域における）第１のテクスチャは
第２のテクスチャとアルファブレンドされ、従って、第２のテクスチャは第１のテクスチ
ャが透明である部分においてのみ可視になる。第２のテクスチャ（例えば、河川が青色で
あり、残りの部分が暗い色である）のカメラビューに依存する変位のため、第２のテクス
チャの暗い部分は水域特徴のエッジとして可視になり、その結果、高差の印象が与えられ
る。
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【０２１３】
　ＯｐｅｎＧＬ又はＤｉｒｅｃｔ３ＤＴＭ等の３Ｄグラフィックスパイプラインは、テク
スチャを組み合わせるための異なるハードウェア加速サポートを提供する。このために、
従来の「固定機能」テクスチャコンバイナが使用されてもよく、あるいは最近のプログラ
マブル画素シェーダハードウェアが使用されてもよい。
【０２１４】
　尚、本実施形態において、プリミティブ２に元々貼付されていた第２のテクスチャより
広い範囲の第２のテクスチャを取得できるため（図７の上部の外挿を参照）、実際に利用
可能な第２のテクスチャのより広い部分を有するのが有益である。しかし、これらのテク
スチャの外挿を処理するために、テクスチャのクランプ又はミラーリング機構を使用すれ
ば十分である場合もある（例えば、アーティファクトが許容される場合）。
【０２１５】
　また、平面（又は表面）上に連続するプリミティブセットを有する場合、１つのプリミ
ティブにおいて「欠けている」部分はまさに隣接するプリミティブに「残存している」部
分であるため、変位テクスチャに存在しない部分は隣接するプリミティブから取得されて
もよい。
【０２１６】
　また、カメラの投影モードは透視投影である必要がない。正射影も全く同様に機能する
。
【０２１７】
　第１のテクスチャにおけるシースルー形状（透明領域）のエッジを半透明にレンダリン
グすることも可能である。第１のテクスチャにおけるシースルー形状のエッジに半透明性
を適用することにより、レンダリング画像における明瞭な線を避けられる。
【０２１８】
　図９～図１３を参照して、本発明の第２の特に好適な実施形態を以下に説明する。
【０２１９】
　本実施形態も２つのテクスチャを使用し、第１の実施形態において説明したのと同一の
第２のテクスチャマップを視点依存変位する方法を使用する。しかし、２つのテクスチャ
の性質は異なり、第１のテクスチャマップ及び第２のテクスチャマップの組み合わせ動作
も異なる。
【０２２０】
　この第２の実施形態において、第１のテクスチャは、表示される全ての地図の特徴を示
すカラーマップである。
【０２２１】
　第２のテクスチャマップは、「ダークマップ」の形態である「変調マップ」の形態であ
る。これは０．０～１．０の値を含み、それらの値は第１のテクスチャと乗算され、１．
０未満の値が現れる部分だけ色を暗くする（強度を変調する）。（従って、本実施形態に
おいて、第１のテクスチャと第２のテクスチャとを組み合わせるために、アルファブレン
ド演算の代わりに乗算が使用される。）ダークマップである第２のテクスチャは、地図の
特徴のエッジ（例えば、水域のエッジ）に対応する場所において１．０未満の値を含むよ
うに構成される。
【０２２２】
　図９はこれを示す。図９ａは、カラーマップである第１のテクスチャ９０を示す。図９
ｂは、ダークマップである第２のテクスチャ９１を示す。図９ｃは、第１のテクスチャ９
０及び第２のテクスチャ９１を組み合わせることにより生成された画像９２を示す。この
場合も、効果は、レベルの異なる特徴が色の暗いエッジを有するように示されることによ
り、奥行きの印象を与えることである。
【０２２３】
　本実施形態におけるダークマップである第２のテクスチャ９１は、方法に対する入力テ
クスチャである高さマップから動的に導出される。高さマップは、テクスチャの色を指定
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された高さ（水域の色は低い、建物の色は高い等）にマッピングすることにより、カラー
マップのデータから導出される。高さマップ５０を図１０に示す。これは、水域特徴５１
、地表の特徴５２及び高い特徴（例えば、建物）５３に対して異なる高さの値を示す。高
さマップ５０は複数の高度を含むことができ、これは、単一の高さマップが低い領域（例
えば、水域領域）に加えて高い領域（例えば、建物領域）におけるエッジも同時に提供で
きることを意味する。
【０２２４】
　高さマップが例えば単一のＲＧＢＡテクスチャのアルファチャネルに格納され（要望に
応じて、「ダークマップ」が同様に格納され）、カラーマップである第１のテクスチャが
そのＲＧＢチャネルに格納されてもよい。
【０２２５】
　本実施形態において、ダークマップである第２のテクスチャは、高さマップの変位バー
ジョンと組み合わされた高さマップから実行時に導出される。高さマップの変位バージョ
ンは、ビュー方向に従って（パースペクティブ補正用に）変位された高さマップである。
（これは、エンボスマップが導出される方法に若干類似する。しかし、エンボスマップの
場合、変位は光源の位置に依存するが、本実施形態のダークマップである第２のテクスチ
ャの場合、変位はカメラの位置に依存する。また、高さマップ及び変位された高さマップ
は異なる方法で組み合わされる。）
　第２のテクスチャとして使用されるダークマップを取得する手順の概要を以下に説明し
、図１１に示す。例えば８ビット値のビットマップである高さマップの値が－０．５～＋
０．５の範囲に変換され、０が中間灰色として示され、－０．５が黒色として示され、＋
０．５が白色として示される場合、変位された（ビューに依存する）高さマップ（Ｈ１）
から減算された高さマップ（Ｈ０）は、高さが同一である全ての場所で０になる。高さが
不連続である場所（低い水域領域又は高い建物領域のエッジ）でのみ、０ではない値（暗
い又は明るいエッジ）になる。
【０２２６】
　本実施形態において、高さマップの範囲は、[－０．５；＋０．５]ではなく[０．０；
１．０]の間で変換される（これは、例えばＯｐｅｎＧＬがテクスチャマップの値を処理
する方法である）。低い又は高い領域の片側に色の暗いエッジのみが現れるという所望の
動作を得るために、ダークマップはＨ０＋（１－Ｈ１）に従って計算される。式中、Ｈ０
は、例えば８ビットのビットマップとしてテクスチャのアルファチャネルに格納される高
さマップであり、Ｈ１は、変位された同一の高さマップである。結果として得られる値は
、明るいエッジを避けるために、１．０にクランプされる（これは、ＯｐｅｎＧＬの正常
な動作である）。
【０２２７】
　図１２はこれを示す。図１２からわかるように、結果として得られたダークマップの信
号値（Ｈ０＋（１－Ｈ１））は、低い又は高い領域の「可視エッジ」側を除いて、大部分
が１．０の最大値に存在する。（線８０は、ダークマップの出力値が１．０にクランプさ
れた部分を示す。）従って、このダークマップである第２のテクスチャは、所望の境界領
域（エッジ）において第１のテクスチャの強度を変調する（色を暗くするのみ）ために、
カラーマップである第１のテクスチャと乗算される。
【０２２８】
　変位された高さマップＨ１は、上述のように、元の高さマップＨ０がカメラの位置に従
ってパースペクティブ補正用に変位されたバージョンである。
【０２２９】
　第２のテクスチャとして使用されるダークマップを生成するために使用される高さマッ
プの（パースペクティブ補正）変位バージョンＨ１は、何らかの適切な所望の方法で導出
可能である。これは、本発明の特に好適な第１の実施形態に対する第２のテクスチャの変
位に関連して上述した方法で導出されるのが好ましい。
【０２３０】
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　従って、本実施形態において、「未変位の」高さマップＨ０における各位置に対応する
変位された高さマップＨ１における位置は、高さマップＨ０における位置を（表示されて
いるタイルの）高さマップＨ０の平面の下方（後方）の平面にカメラビューに従って（パ
ースペクティブ補正用に）投影した後に、高さマップの平面の下方（後方）の平面におけ
る投影された高さマップの位置を（表示されているタイルの）高さマップＨ０の「元の」
平面に正射影（垂直射影）することにより決定される。この場合、投影された位置が正射
影される（表示されているタイルの）高さマップＨ０の元の平面における位置は、「未変
位の」高さマップにおける各位置に対応する変位された高さマップＨ１における位置であ
る。
【０２３１】
　要望に応じて、結果として得られたダークマップに更なる変倍が適用されてもよい。ダ
ークマップ及び最終的に変調カラーマップにおいてコントラストを更に高くするために、
例えば０．５を減算し且つ２を乗算してもよい。
【０２３２】
　必要な値は実行時に計算可能であるため、ダークマップである第２のテクスチャは事前
に計算されたテクスチャとして使用可能である必要がない。ダークマップの値を実行時に
導出するために、高さマップにおけるテクスチャルックアップ及び変位された高さマップ
におけるテクスチャルックアップが画素の位置毎に実行され且つ組み合わされる。その後
、この計算されたダークマップの値は、カラーマップである第１のテクスチャのチャネル
を変調するために直接使用される。
【０２３３】
　例えばダークマップ及びカラーマップとの乗算は、ＯｐｅｎＧＬ　ＥＳ　１．１の機能
性及び３段階マルチテクスチャコンバイナ対応ハードウェア（最大スループットにおいて
）を使用して、以下のように取得される：
／／ TEXTURE-UNIT #0
glActiveTextureARB(GL_TEXTUREO_ARB);
glEnable(GL_TEXTURE_2D);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, colorAndHeightMap); ／／Ａチャネル内のＨ０高さマッ
プ
gITexEnvf (GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_COMBINE_EXT);
gITexEnvf (GL_TEXTURE_ENV, GL_OPERAND0_RGB_EXT, GL_SRC_ALPHA); ／／ＲＧＢにコピ
ーされたＨ０高さマップ
gITexEnvf (GL_TEXTURE_ENV, GL_COMBINE_RGB_EXT, GL_REPLACE);
　
／／ TEXTURE-UNIT #1:
glActiveTextureARB(GL_TEXTURE1_ARB);
glEnable(GL_TEXTURE_2D);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, colorAndHeightMap); ／／Ｈ１(Ｈ０と同一であるが、変
位される)
gITexEnvf (GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_COMBINE_EXT);
gITexEnvf (GL_TEXTURE_ENV, GL_OPERAND0_RGB_EXT, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); ／／ 1-
H1
gITexEnvf (GL_TEXTURE_ENV, GL_COMBINE_RGB_EXT, GL_ADD);／／ HO+(1-H1)
　
／／ TEXTURE-UNIT #2:
glActiveTextureARB(GL_TEXTURE2_ARB);
glDisable(GL_TEXTURE_2D);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, colorAndHeightMap); ／／ＲＧＢチャネル内のカラーテ
クスチャ
gITexEnvf (GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
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　最後のテクスチャユニットの結果として得られたフラグメントは、更なる処理のために
出力され、最終的にフレームバッファに書き込まれるか又はブレンドされてもよい。
【０２３４】
　図１３は、上記のコードをブロック図で図示する。
【０２３５】
　この処理は、例えばＯｐｅｎＧＬ　ＥＳ　１．１において見られる固定機能テクスチャ
コンバイナを使用するか、あるいはＯｐｅｎＧＬ　ＥＳ　２．０を含むがそれに限定され
ない最近のハードウェアによりサポートされるプログラマブル画素シェーダＤＳＰにおい
て実現可能である。
【０２３６】
　本実施形態は、カラーマップ及び高さマップの双方が単一のＲＧＢＡテクスチャに適合
するという利点を有する。そのため、必要なテクスチャ帯域幅は、ＲＧＢＡテクスチャ及
びＲＧＢ（又はＲＧＢＡ）テクスチャを必要とする第１の実施形態より少ない。第１の実
施形態の利点は、バックグラウンドの第２のテクスチャが利用できるＲＧＢチャネルを有
するため、エッジ（境界）の色を第１のテクスチャの色の強度変調に限定する必要がなく
、自由に選択できることである。
【０２３７】
　図１４～図１６を参照して、本発明の第３の好適な実施形態を以下に説明する。本実施
形態は、画素（フラグメント）シェーダ等の更なるプログラマブルハードウェアを使用す
る。これは、例えば画素シェーダのプログラムを使用して、局所変位を決定することによ
り領域（地図の特徴）の境界上の色を選択的に暗くする。
【０２３８】
　この第３の実施形態は、ソーステクスチャ（例えば、これは地面に存在する）における
第１のルックアップ値と同一のソーステクスチャにおける変位位置からの第２のルックア
ップ値との比較に基づいて出力画素の色を計算することにより動作する。比較（例えば、
水域を表す第１のルックアップ値及び水域に隣接する第２のルックアップ値）に依存して
、対応する変調された出力画素の値が（選択的に）生成される。
【０２３９】
　従って、本実施形態において、第１のテクスチャは、所望の地図の特徴の全てを示すカ
ラーマップであり、それが組み合わされる第２のテクスチャは、当該カラーマップである
第１のテクスチャの変位バージョンである。
【０２４０】
　第２のテクスチャを形成するための第１のソーステクスチャの変位は、第１の実施形態
に関連して上述したのと全く同一の方法で取得される。
【０２４１】
　例えば第１のテクスチャの変位バージョンは、カメラビューに従って、第１のテクスチ
ャの座標を後方の「仮想平面」４０に投影した後に、結果として得られた位置を「地面」
４１に垂直射影することにより取得される。図１４及び図１５はこれを示す。
【０２４２】
　従って、図１４及び図１５を参照すると、地面４１である入力される第１のテクスチャ
における各サンプル座標（ａ）に対して、サンプル座標（ａ）に対する変位された第２の
テクスチャの値として使用される変位テクスチャ座標（ｃ）は、地面が下方に（すなわち
、仮想平面４０に）ある特定の距離変位された場合のサンプル座標（ａ）の位置を計算す
ることにより計算される。双方の平面が実際に存在する場合、入力座標（ａ）は位置（ｂ
）に存在することになる。仮想入力座標（ｂ）を地面４１に正射影することにより座標（
ｃ）が得られ、これは、出力画素の値を決定するために（未変位の）第１のテクスチャに
おける位置（ａ）に対応する（且つ位置（ａ）と比較される必要のある）第１のテクスチ
ャの変位バージョンにおける位置である。
【０２４３】
　図１６は、変位座標（図１６において、ｐ’で示す）の位置を計算する方法を示す。図
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１６に示すように、座標ｐを仮想平面４０上に投影して座標ｑを得ることにより座標ｐに
対して導出される変位座標ｐ’の位置は、以下のように計算されてもよい：
　ｐ’＝ｐ＊（ｘ２＋ｘ１）／ｘ１

この場合、ｘ２は次式により与えられる。
【０２４４】
　ｙ１／ｘ１＝ｙ２／ｘ２

　ｘ２＝ｙ２／（ｙ１／ｘ１）　　⇔
　ｘ２＝ｘ１／ｙ１

式中、仮想平面４０は、第１の平面（地面）４１から距離ｙ２下方に存在する。
【０２４５】
　テクスチャを組み合わせるために、所定の画素における第１のソーステクスチャからの
テクスチャの値と変位された第２のテクスチャからのテクスチャの値とが比較され（すな
わち、図１４に示す第１のテクスチャ内の（ａ）及び（ｃ）における値が比較され）、第
１のテクスチャにより示される出力画素の値が比較に基づいて選択的に変更される（特に
、比較の結果に依存して、エッジを表示する（又は表示しない）ために）。
【０２４６】
　例えばテクスチャ座標（ａ）が「水域」（又は地面の下方に存在するように見える必要
がある別の特徴）を表す値に対して第１のソーステクスチャをサンプリングし且つ第１の
テクスチャの変位バージョンである第２のテクスチャ内の座標（ｃ）における変位サンプ
ルが「水域」の値を表さない場合、出力サンプルはエッジを表すように変更される（例え
ば、完全に黒色のサンプルに置換するか、あるいは色が暗くなるように第１のテクスチャ
ルックアップを変調することにより）。
【０２４７】
　本実施形態を実現するためのＧＬＳＬに類似するフラグメントシェーダプログラムの疑
似コードの例を以下に示す：
vec2 CalculateDisplacedCoord(in vec2 sourceCoordinate) 
{
　／／観察位置に基づいて
　／／地面（ｃ）における仮想平面の座標（ｂ）に投影された
　／／地面の座標（ａ）の位置を返す
}
　
void main() 
{
　／／入力テクスチャをサンプリングする
　vec3 inputColor = texture2D(inputTexture, inputTextureCoord); 
　if (inputColor == COLOR_OF_WATER) ／／水域か？
　{
　　／／変位座標（ｃ）を計算する
　　vec2 virtualCoord = CalculateDisplacedCoord(inputTextureCoord);
　
　　　　／／座標（ｃ）における色値を取得するために入力をサンプリングする
　　vec3 virtualColor = texture2D(inputTexture, virtualCoord); 
　　if (virtualColor≠ COLOR_OF_WATER)
　　{
　　　／／出力色を設定する（水域をエッジ色に再度マッピングするか又は色を暗くする
等）
　　　gl_FragColor = COLOR_OF_EDGE;
　　}
　}
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}
　例えばツーパス手法が使用される場合、本実施形態は水域のエッジの反射をシミュレー
ションするためにも使用可能である。
【０２４８】
　本実施形態はプログラマブルハードウェアシェーダを必要とするが、２つの前述の実施
形態は固定機能テクスチャコンバイナ及びプログラマブルシェーダの双方を使用して動作
する。この第３の実施形態の利点は、必要とされる記憶容量及び関連するテクスチャデー
タトラフィックが少ないことである。
【０２４９】
　この第３の実施形態が色の比較に基づくため、これは主に「水域」の一様な領域に有用
である。また、例えばアンチエイリアシング技術のため、カラーサンプルは水域の境界に
おいて異なる（すなわち、ブレンドされた）値を有する場合があり、必要に応じて、視覚
的アーティファクトを避けるために個別に処理されてもよい。
【０２５０】
　フラグメントシェーダは、例えば出力段階において波の表現を生成するために適用され
てもよい。これにより、一様な「水域」領域を有する入力テクスチャの使用が容易になる
。
【０２５１】
　主に水域特徴の表示を参照して本発明を上述したが、当業者には明らかなように、本発
明は、水域特徴を表示するために使用されるのに加えて、トンネル等の他の地下の特徴を
表示するために有利に使用可能であり、建物の屋根等の地上の特徴を表示するために同様
に使用可能である。
【０２５２】
　また、地面の凹凸等の特徴を効率的にレンダリングできるのに加えて、本発明は、他の
平面に奥行きを持たせる必要がある他の場合に使用可能である。そのような一般的なナビ
ゲーションに関係する一例は、都市部における建物のレンダリングである。この場合、本
発明のレンダリング技術は、例えば建物の外面の窓をレンダリングすることにより更にリ
アルなレンダリング効果を与える場合に使用可能である。
【０２５３】
　要望に応じて、本実施形態及び本発明において種々の変更及び他の構成を使用できる。
【０２５４】
　例えば「前方の」地面（基平面）と「変位された」後方の仮想平面との間の間隔は、観
察距離の関数として自動的に減少されてもよい。
【０２５５】
　ナビゲーション装置２００のグラフィックスハードウェアが画素シェーディング演算を
サポートする場合、これらの演算を使用して、タイルの全体的な視覚品質を更に向上でき
る。例えば画素シェーディング演算は、リアルな水域効果を作成するために反射する日光
又は波の効果をシミュレーションするために使用可能である。
【０２５６】
　当業者には明らかなように、上記の例は主に３Ｄ世界空間における単一のタイルの位置
のレンダリングを参照して説明されたが、本発明は、表示されている画像において必要な
数のタイルの位置に対して使用されてもよい。実際、本発明は通常は、例えば河川等の所
定の水域特徴が通る一連の連続するタイルに対して使用される。画像を構成する残りのタ
イルは、通常の方法でレンダリングされてもよい。
【０２５７】
　特にポータブルナビゲーション装置における使用を参照して本発明を上述したが（当業
者には明らかなように、本発明は、移動又は組み込みシステム等のグラフィックス性能が
制限されるシステムにおいて特定の用途及び利点を有する）、本発明はハイエンドシステ
ムにおいて同様に有利に使用可能である。例えば都市の３Ｄビューは何百もの建物を含み
、高性能グラフィックスアクセラレータは高度な頂点モデルを使用してそれらの建物を詳
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細にレンダリングできるが、本発明の技術は、観察者から遠く、一般に観察者に近い画像
部分より細部が重要でない多くのジオメトリに対する効率が高い。それらの近い部分に対
してフル３Ｄで高精細の高度な頂点モデルを依然として使用することにより、性能と品質
とのバランスをとることができる。
【０２５８】
　本発明は、例えば表示画像に対して特有の「特徴的な」外見を取得するため及び／又は
細部を省略してユーザ体験を向上することで、全体的に「見やすい」ピクチャを作成する
ために更に使用可能である。
【０２５９】
　上記から明らかなように、本発明は、ジオメトリをあまり又は全く増加せずに適切な効
果を作成できるため、組み込みグラフィックスハードウェアに特に適している例えばタイ
ルベースの地図表示の視覚品質を向上する相対的に高速で効率的な方法を提供する。本発
明は、格納及びレンダリングする必要のあるジオメトリの量を減少するために使用可能で
あるため、より高性能のグラフィックスアクセラレータと共に更に使用されてもよい。
【０２６０】
　例えば本発明は、水域特徴、建物の屋根、トンネル等又は特定の基準面の上方又は下方
に存在する他の何らかの特徴をレンダリングするために使用されてもよい。
【０２６１】
　少なくとも本発明の好適な実施形態において、これは、単一のレイヤをレンダリングす
る（例えば、多重テクスチャ処理又は画素シェーディング技術を使用して）だけで複数の
レイヤの印象を与える視点依存エッジ効果をレンダリングすることにより達成される。特
に、基平面の下方（又は上方）に存在する特徴の境界は（通常は）暗いエッジを示すよう
にレンダリングされ、それにより、高差の視覚的印象が得られる。基本的に、本技術は人
間の視覚系に奥行き知覚を与え、この場合、実際は、奥行きが同一であるレイヤ上で全て
のレンダリングが生成される。
【０２６２】
　本発明の手法は、単一のプリミティブ（又は複数のプリミティブのレイヤ）のみを使用
するため、テクスチャの格納及びデータトラフィック、並びに処理の双方に関してリソー
ス効率が高い。同様に、それらは、奥行き効果を達成するためにプリミティブの２つ以上
のレイヤをレンダリングする技術より効率的である（レンダリングされる必要のあるプリ
ミティブの数が少ないため）。
【０２６３】
　このように、本発明の技術は、例えば３Ｄ地図レンダリングを実行する際に画像におい
て奥行きの印象を提供する効率的な方法を提供できる。
【０２６４】
　以上、本発明の種々の態様及び実施形態を説明したが、本発明の範囲は本明細書に記載
される特定の構成に限定されるのではなく、添付の特許請求の範囲の範囲に含まれる全て
の構成、並びにそれらに対する変更及び変形を含むことが更に理解されるだろう。
【０２６５】
　例えば、前述の詳細な説明中で説明した実施形態はＧＰＳを参照するが、ナビゲーショ
ン装置は、ＧＰＳの代わりに（又は実際はＧＰＳに追加して）あらゆる種類の位置検出技
術を利用してもよい。例えばナビゲーション装置は、欧州のＧａｌｉｌｅｏシステム等の
他のグローバルナビゲーション衛星システムを利用してもよい。同様に、ナビゲーション
装置は衛星の使用に限定されず、地上ビーコン、あるいは装置が自身の地理的場所を決定
できるようにする他のあらゆる種類のシステムを使用しても容易に機能できる。
【０２６６】
　好適な実施形態はある特定の機能性をソフトウェアにより実現するが、その機能性はハ
ードウェアのみで（例えば、１つ以上のＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）により）同様
に実現可能であり、あるいは実際はハードウェア及びソフトウェアの組み合わせにより実
現可能であることが当業者には更に理解されるだろう。
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【０２６７】
　最後に、添付の特許請求の範囲は本明細書中で説明した特徴の特定の組み合わせを記載
するが、本発明の範囲は、以下に特許請求される特定の組み合わせに限定されるのではな
く、特定の組み合わせが添付の特許請求の範囲に特に記載されているか否かに関わらず、
本明細書中で開示された特徴又は実施形態のあらゆる組み合わせも含む。
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